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令和３年第１０回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さん、おはようございます。只今より本日の会議を開きます。只今の出席議
員は１０名で会議は成立します。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第
１２２条の規定によって、５番金谷議員と６番萱野議員を指名します。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては、９月９日に議会
運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委
員長より報告願います。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

本日召集されました令和３年第１０回平取町議会定例会の議会運営につきま
しては、９月９日に開催いたしました議会運営委員会において協議をし、会
期の日程につきましては、１６日、１７日の２日間とすることで意見の一致
を見ておりますので、議長よりお諮り願います。

議長 お諮りいたします。只今、議会運営委員会委員長より報告がありましたとお
り、会期は本日から明日９月１７日までの２日間とすることにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、会期は本日から明日９月１７日までの２
日間と決定しました。
日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、令和３年７月分の出納検査
結果報告、また、地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等
の監査結果報告書が提出されましたので、その報告書の写しをお手元に配布
しております。次に、日高西部消防組合議会に関する報告がありましたので、
その写しをお手元に配布しておりますのでご了承願います。次に、郵送によ
る陳情及び閉会中の諸事業について配付資料のとおりご報告いたします。以
上で諸般の報告を終了いたします。
日程第４、行政報告を行います。１、要望経過報告についてお願いいたしま
す。町長。

町長 これまでの要望経過報告をさせていただきたいと存じます。道内選出自由民
主党国会議員の要望でございますけれども、例年ですと、自由民主党第９区
移動政調会が開催されるというところでございますけれども、コロナ感染防
止の観点から政調会を開催せず、堀井学衆議院議員、長谷川岳参議院議員と
の懇談という形での機会がございましたので、その場で要望させていただい
ております。内容でございますけれども、沙流川総合開発事業平取ダムの早
期完成、国道２３７号線歩道等の整備促進、道道の整備、道費河川改修整備の
促進、イオルの整備、民族共生象徴空間広域管理区域としての平取町の役割、
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アイヌ施策推進法の新交付金制度での活用などについて要望を行ってござい
ます。要望先は、堀井学衆議院議員、長谷川岳参議院議員でございます。要望
日は９月３日、ふれあいセンターで私が直接要望させていただきました。以
上、要望経過報告とさせていただきます。

議長 次に、令和３年度平取町表彰について説明をお願いいたします。副町長。

副町長 令和３年度平取町表彰について別紙により報告をさせていただきます。まず、
功労表彰者でございますが、産業経済功労として、紫雲古津の石浦政司でご
ざいます。石浦氏は、平成２１年から１０年間の長きにわたり、びらとり野菜
生産振興組合、トマト・胡瓜部会の部会長として、豊富な経験とリーダーシッ
プにより、年間４０億円を超えるトマトの生産に大きく貢献されております。
続いて社会福祉功労として二風谷の貝澤耕一氏でございます。貝澤氏は、二
風谷保育所の前身である二風谷へき地保育所の所長として運営に携わり、さ
らなる保育環境整備のため二風谷保育所を開設し、社会福祉法人二風谷福祉
会の理事及び理事長として４０年の長きにわたり、子供たちの健やかな成長
のためにご尽力されております。次に貢献表彰でございます。社会福祉貢献
賞を消防団員として４０年の振内町瀧博明氏、岩知志横澤隆氏、同じく消防
団員として２０年の旭の水口真智子氏、小平の齊藤秀明氏、荷菜の原田祐治
氏、長知内の高橋朋嗣氏、貫気別の黒川武敏氏、同じく貫気別の木村貴博氏と
なっております。最後に、善行表彰者でございます。奨励賞として二風谷の髙
野繁廣氏でございます。髙野氏は、アイヌ伝統工芸、伝統文様にこだわり、イ
タ、ニマ、マキリ、トンコリといった美しい工芸品を生み出し続け、その丁寧
で味わい深い作品が評価され、アイヌ民芸品コンクールなどで数々の受賞を
されております。また、現在は技術伝承・後継者育成などの若年層の人材育成
にもご尽力されております。同じく奨励賞として木村結氏でございます。木
村氏は、令和元年度、令和３年度に開催された北海道中学校柔道大会におい
て、２度にわたり優勝という輝かしい成績を残し、全国大会に出場されてお
ります。以上、令和３年度平取町表彰についての報告とさせていただきます。

議長 次に、農作物の生育状況について説明を求めます。産業課長。

産業課長 はい。それでは農作物の生育状況について、別紙３によりご報告申し上げま
す。こちらの資料でありますが、今月９日に平取町農業協議会主催による町
内の農作物の圃場を巡回し、生育状況調査で使用したもので９月１日現在の
状況になります。本年の気象概況及び主要作物の生育状況でありますが、水
稲を作付する時期、５月下旬は一部で低温、日照不足にみまわれましたが、６
月中旬以降は高気圧に覆われ晴天が続き、気温は平年よりかなり高く、日照
時間も平年よりも長く、また、降水量についても、集中豪雨や長雨もなく、前
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半は好天により、水稲の作柄は平年よりも出穂が早く、登熟は順調に進んで
きておりました。しかし、８月中旬以降低温傾向であったため、登熟震度は鈍
化したものの、成熟期は平年よりも６日早まっており、既に町内各地域にお
いて収穫作業が進められています。牧草につきましては、前半、好天が続き１
番牧草の生育は、平年並みに進み、収穫作業は順調に進んでおりました。しか
し、２番牧草は後半、高温少雨の影響により生育は１０日遅れ、停滞したまま
収穫作業を迎えており、家畜生産者にとっては、冬場から春前にかけて家畜
に供給する粗飼料不足が懸念されているところであります。サイレージ用ト
ウモロコシにつきましては、生育は平年並みに進んでおりましたが、８月の
高温少雨の影響により、登熟が平年よりも７日早く進み、現地では一部枯れ
ている圃場が見られました。こちらも、牧草と同じく必要分の粗飼料の確保
が懸念されているところであります。続いて、トマトの出荷状況であります
が、８月２５日現在で数量が８９０１トン。金額は２７億５９００万円。単価
はキログラム当たり３１０円と、前年並みの出荷量を維持しておりましたが、
９月に入ってからは、７月から８月にかけての高温の影響か、数量が伸び悩
んでいる状況であります。価格につきましては、７月下旬から８月中旬まで
安値が続いたため、トータル前年を下回る状況であります。今後、出荷量と価
格が上がらないと、前年並みの成績には厳しいと思われます。続いて、水稲の
作付状況でありますが、品種別作付面積で見ますと、ななつぼしが全体の５
５．７％、２６３．１ヘクタールとなっており、前年より２０．１ヘクタール
減少しております。次に、ゆめぴりかは全体の３７．６％。１７７．８ヘクタ
ールとなっており、前年より３．２ヘクタール増加しております。作付面積が
増えている品種としましては、飼料用米が新たに１６．３ヘクタール増加し
ております。これは令和２年産の主食用米がコロナ等の影響により需要が減
少し、飽和状態が続いていることから、米価安定のため、国の施策により、令
和３年産主食用米から非食用前に作付転換を迫られ、米生産者が協力した結
果であります。平取町全体としての作付面積は、前年より１．５ヘクタール減
少し、４７２．３ヘクタールとなりましたが、これまでの減少幅より小さい結
果であります。また、８月下旬に普及センターにより行われました不稔調査
におきましては、不稔歩合が平取町で４．４％となっており、今年の収量であ
りますが、個数は平年より多く、一穂籾数はやや少なく、不稔歩合は平年並み
と思われ、全体的に平年を上回る収量の見込みであると予想しております。
以上で、平取町農作物の生育状況について報告を終わります。

議長 次に平取町教育行政に関する報告について説明を求めます。教育長。

教育長 それでは、令和３年６月定例議会以降における諸般の教育行政について報告
をいたします。はじめに町内小・中学校の状況についてであります。５月１７
日から北海道に出されていた緊急事態宣言が６月２０日に解除され、新型コ
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ロナウイルス感染症予防対策を講じながら学校活動については進めてきたと
ころでございます。７月第１週には中体連日高地区大会が実施され、この後
報告いたしますけれども、平取中学校、振内中学校から地区大会を勝ち抜い
た生徒が全道大会のほうに出場をしております。７月２１日に全小中学校終
業式を迎え、夏季休業に入っております。今年度につきましては昨年中止と
なりましたプール学習も実施をしているということで、夏休み中は一般開放
も実施したところであり、多くの子供たちがプールに来たというような状況
になっております。夏休み中は子供たちに事件事故もなく、８月１７日に２
学期がスタートをしております。８月１９日からは２１日までの日程で振内
中学校の修学旅行が行われ、ニセコ函館方面に行ってきております。また８
月２６、２７日には町内小学校の合同の修学旅行が予定されておりましたけ
れども、新型コロナの緊急事態宣言が北海道に出されたことにより、残念な
がら延期としております。今のところ１１月１１、１２日に実施を予定して
いるところでございます。緊急事態宣言が９月３０日まで延長されたところ
でありますけれども、町内における学習活動については、感染予防策を徹底
しながら実施することとしており、小学生の町内社会科見学会を既に行って
おります。今月に行われる中学校の学校祭、文化祭、来月実施予定の小学校の
学習発表会についても感染防止対策、参加者の制限内容の検討時間の短縮な
どを考慮して実施する予定でございます。次に２番目、町内小中学校におけ
るいじめ問題に関する児童制定の実態把握調査結果についてでございます。
資料１になります。北海道教育委員会が行っております直近の調査としまし
ては、本年７月におけるアンケート調査の結果となります。町内小中学校児
童生徒３６０名の回答状況となっております。字が小さくてちょっと見にく
いということで申し訳ありません。今年４月からアンケート回答までの間に、
嫌な思いをしたことがあるかという問いに対して、あると答えた回答は４６
件でありました。内訳としましては、小学校が４４件、中学校２件。いじめの
内容としては、嫌な思いをしたという内容については、仲間外れ、無視が１７
件、軽くぶつ、叩くが９件、酷くぶつ、叩くが５件、いたずらが２件、悪口が
１５件、恥ずかしいことや危険なことの強要が３件、メール、ネットによる中
傷、無料通話アプリで仲間外れが４件、その他が５件であります。また心配さ
れる点としましては、嫌な思いをしたときに誰に相談するかという質問に対
して、相談しないと回答した子が３６人いたということで、実態把握という
面では遅れる可能性があるということで、各学校にはこの点の対応について
も指導しているところであります。これらの嫌な思いしたという回答したも
のにつきましては、６月調査時点においても引き続き嫌な思いをしていると
の回答については２２件でありました。この点につきましては、当該学校で
も状況の把握をし、聞き取り等を行い既に解決をしております。些細なこと
から重大な事案になることもありますので、学校では適切な対応を取るよう
指導しているところでございます。教育委員会では、平取町いじめ防止基本
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方針を策定、また、各学校におきましても学校いじめ防止基本方針を策定し、
それに基づきながら対応しているところでございます。また、いじめについ
ては家庭及び地域からの情報収集についても、全ての学校において実施して
おり、教職員の共通理解を図る職員会議や校内研修についても実施をしてき
ているところであります。このようにいじめの未然防止に努めているところ
でありますが、子供たちの受け止め方は多様でありますことと、嫌な思いを
したことがあるかという質問からアンケート調査にありましては、はい等の
回答が多くあるものとなっております。いじめの早期発見、早期対応の観点
から、有効なアンケート調査となっております。また、いじめはどんなことが
あっても許されないことだと思いますかの問いに対して、いいえと回答が９
件、わからないが２９件ありました。教育委員会としましては、各学校でもい
じめは絶対に駄目という様々な取組を行っているにかかわらず、このような
回答があることを受け止め、引き続きいじめ根絶に向けた指導の徹底に努め
るよう各学校に対し指示をしているところでございます。教育委員会及び全
ての教職員は、いじめはどの学校、どの学級、どの児童生徒にも起こり得るも
のという認識のもとに、いじめ防止と解消のために万全の配慮をし、児童生
徒がいじめのない明るく楽しい学校生活を送ることができるよう努めてまい
ります。次に３番目になります。北海道中学校体育大会出場結果についてで
あります。資料２のほうを見ていただきたいと思います。新型コロナウイル
ス感染症予防対策を講じながら２年ぶりの大会開催というふうになりまし
た。今年度平取町からの全道大会への出場につきましては、振内中学校から
陸上男子８００メートル、平取中学校から３競技で団体戦２チーム個人８名
が出場しております。参加種目は柔道個人女子、柔道男子個人、バドミントン
男子団体と男子個人、剣道男子団体、女子団体、男女個人となっております。
結果につきましては資料２の成績のとおりとなっておりますけれども、柔道
女子５２キロ級で平取中学校３年生の木村結さんが全道優勝し、全国大会に
出場しております。全国大会は前橋市で行われ、３回戦まで進出しましたけ
れども、惜しくも優勝した生徒に３回戦で敗れたというような形になってお
ります。木村さんにつきましては、２年前も全国大会に出場しておりますが、
今回は階級を挙げての出場ということで快挙を成し遂げております。それぞ
れの選手の今後の活躍について期待をするところでございます。次に４番目、
公営塾平取義経塾のカウンセリング状況についてであります。資料３のほう
をご覧ください。８月１日現在で１３２名がカウンセリングを受けている状
況でございます。内訳として中学校１年生が２３名、内訳は平中２１名、振中
２名。中学校２年生が３６名、平中３０名、振中６名。中学校３年生では３８
名、平中３１名、振中７名となっており、平取高校は１年生が９名、２年生が
１２名、３年生が１４名で、全部で３５名となっております。中学生全体では
９７名ということで、平取の全体で中学生が１２２名、高校生については６
０名でありますので、中学生で７９．５％、高校生で５８．３％の生徒が通っ
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ているというような状況になってございます。以上、本定例会における教育
行政報告といたします。

議長 以上で行政報告を終了します。
日程第５、一般質問を行います。各議員から質問事項はお手元に配布したと
おりであります。２番木村議員を指名します。２番木村議員。

２番
木村議員

２番木村です。通告どおり質問をさせていただきます。昭和４８年から進め
られてきました沙流川総合開発計画のうち、治水の関係からの２ダム一事業、
平取ダムが今年度いっぱいで完成し、今年の冬に試験湛水ということになっ
ております。それをもって先ほども言いましたけれども、計画の中では、沙流
川については２ダム一事業ということで、二風谷ダム、平取ダムこの２つを
もって治水を行うということになっています。そういうことになっています
ので、私は二風谷に住んでいますけれども、二風谷ダムの今の状況どうなっ
ているのかを計画貯水量と現在の貯水量、それと堆砂量を町としてどう把握
しているのかちょっとお聞きいたします。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。それでは、今のご質問にお答え申し上げます。二風谷ダムの貯水量の関
係ですが、総貯水量容量につきましては昭和５８年当初、現在ともに変わっ
ておりませんので３１５０万立米となっております。その他の計画、堆砂に
関わる計画の部分ですが、当初計画では洪水調節容量、こちらの水量のほう
が１９８０万立方メートル、堆砂容量につきましては５５０万立方メートル
となっております。現在ですが、洪水調節容量につきましては、１７２０万立
方メートル、堆砂容量につきましては、１４３０万立方メートルとなってお
ります。当初計画と現在計画、数値が変わっている状況ですけれども、こちら
につきましては、平成１５年８月の台風１０号豪雨災害、こちらが当時の治
水計画を上回る取水であったために、治水計画については見直しが行われて
いるという形になっております。当初計画では、ダム堤体内に垂直に堆砂が
進む計画でありましたが、平成１５年の取水により堆砂が自然の河床なりに、
下流側が低い斜めの堆砂に変わっておりまして、また当然その時に大量の土
砂が入っているということで、計画が見直されたという経緯となっていると
いうように把握をしております。

議長 ２番木村議員。

２番
木村議員

今、大体の堆砂量なかなか数字言われてもわからない部分があるのですけれ
ども、二風谷ダムについてはかなり堆砂しているのではないのかなという視
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点を持っていまして、数字で表れる以上にちょっと状況が悪いかなというふ
うに思っております。それで、僕もこのことでちょっといろいろ調べている
中で、ダムが着工するに当たって、当時、宮田町長の時代に、やはりどういう
問題があるのだろうということで、何か調査団みたいのを作って、沙流川水
資源問題に関する調査報告書というのを、町長も知っているかどうかなので
すけれど、でたと思います。この中に２５年で二風谷ダムは堆砂で埋まるだ
ろうというようなこと書かれておりまして、せっかくこういう調査されて、
そういう報告があった、今この２４年目で、こういう形になっているのです
けれども、この堆砂について何か対策なんかは開発とやってきたのかどうか、
ちょっとお聞きしたいのですけれども。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。堆砂のほうが多いのではないかというご質問ということでお答えしま
すと、現在の堆砂の状況なのですが、直近でこちらが確認しているのは、令和
２年度末の堆砂量になります。こちらが１２８０万４０００立方メートルと
いうことで、先ほど申し上げた計画堆砂容量と比較すると、計画の８９．５％
まで既に堆砂が進んでいるという計算になります。その前の年なのですけれ
ども、こちらは計画堆砂量に対して８９．４％ということで、この１年間での
堆砂は０．１％のみという形になっています。もう少し前、平成２２年度末に
確認したという数値ですと、この時点で堆砂が計画に対して８３％程度とい
うことで、やはりこの間も堆砂のほうは進んでいる状況になっております。
こういった形でその計画堆砂量にどんどん例年近づいているという状況なん
ですけども、ここに対する確認についてなのですけれども、治水容量を確保
する対策を検討し実施していくということで回答をここについてはいただい
てるという形になっていて、もしその堆砂のほうが、基本的には今堆砂がこ
れからどうなるのかということを確認した中では、先ほど計画変更のときに
言ったように、今、川底に対して堆砂が川底なりに斜めになっているという
ことで、二風谷ダムの特徴であるダムの下にゲートがあるという、そのオリ
フィスゲートというゲートになるのですけれども、そこを年間１４０日ぐら
いあけている状況ということです。ですから、大きな何か災害等がなければ、
昨年と今年の堆砂量のような形で自然にゲートから下流に土砂を還元するこ
とができるということで、ここ数年大きな水が来てないので、このような数
字で推移することができると。ただ当然、大きな取水があったりすれば、また
１５年の時のように状況が変わってくるということになるので、そういった
ときは、治水容量の確保出来ないというふうに判断された場合は、当然速や
かに適切に処理する考えであるということは確認をさせていただいておりま
す。
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議長 ２番木村議員。

２番
木村議員

今、課長のほうから説明あったことについては理解しますけれども、やはり
当初からこういう状態になるというのはわかっていたというか、この報告書
の中に書いてあるわけですから、やはり町としては早めにやはり対策をして
いったほうがいいのではないかなと。僕が見ている限り、この頃、二風谷ダム
一つでは、本当ちょっとした大雨でこなしきれてないというのがもう目に見
えているのです。開発さん的には、この状態ではどうにもなりませんという
ことは言わないので、本当１５年、１８年の雨ではなくても、ここ何年かの一
番大きいような雨でも、もうこなしきれないと。それで水をかなり下流に放
出しなければならないとか、そういう状況になっていますので、ぜひともこ
の問題については、まず平取ダムも終わりますので、ぜひ次の段階で二風谷
ダムの堆砂してる砂利を上げて、確保してもらえるような形にしていただけ
ればと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長 町長。

町長 それでは、私から答弁をさせていただきたいと思います。今課長が答弁した
とおり、ダムの運用としては、まだまだ二風谷ダム計画堆砂に至ってないと
いうようなことでございますけれども、本当見た目といいますか、平成１０
年の洪水を経て、ダムの運用がより洪水に特化したような運用になっている
ものですから、洪水期のダムはほとんど空にしておくというようなこともあ
って、本当にダム底が見えるというような状況でありまして、本当に以前の
川を知ってる方が見ると、本当に大丈夫なのかというようなご印象を当然与
えているのだなというところがあると思いまして、今説明にあったとおり、
平成１５年の洪水を経て、もう大きく堆砂容量を変更したと。倍以上に溜ま
ってしまったからしょうがない、みたいな感じの計画変更があったものです
から、これがまた洪水なんかきますと当然すぐまた堆砂してしまうというよ
うなこともありますので、昭和５１年に先ほどありました沙流川水資源対策
調査団という町独自の報告書にあるとおり、沙流川は本当に急峻で、砂が溜
まりやすい河川だというようなことも、前段わかっていたというふうなこと
もありますので、今後、そのたまった堆砂の砂利活用なんかも含めて、より洪
水に運用特化した中でのダムの在り方といいますか、そういうことについて、
よりさらに室蘭開発局と議論してまいりたいと。こちらから要望するものは
積極的に要望したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいた
します。

議長 ２番木村議員。
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２番
木村議員

はい。堆砂については、今町長のほうから話がありましたので、ぜひとも進め
ていただきたいと思います。次にまた二風谷ダムなのですけれども、二風谷
ダムの左岸のダム公園が、ここ３、４年オールが崩壊して立入禁止になって
いる部分があるのです。それで、観光客が来ても湖畔に近づけないとか、テー
プが巻いてあったりして見栄えが悪いとか、やはりあの地域は博物館、歴史
館なんかがあって、二風谷コタンもありますけれども、平取町にとっては観
光地ということになっています。それで、なかなか開発自身もお金がないの
かやってくれませんけれども、町としてどういう形で、そのことについて開
発と話をして、あれはやることになっているのか、やってないのかちょっと
そこら辺を聞かせていただきたいのですけれども。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。今のご質問にお答えします。現在の状況は今お話いただいたとおりで
園路が陥没したり、不陸が発生したりという、もう完全に整備が必要な状況
ということで、立入禁止になっているような形もあるということで、間違い
ないと思います。それで、今年度において開発局のほうで必要な補修につい
て調査を行っているということは情報共有させていただいております。今後
についてなのですけれども、その調査に基づいて必要な補修について予算要
求して、補償を行っていきたいということで考えも伺っております。ただ、そ
の予算なりでなかなか一度にというのは難しいのですけれども、そこはしっ
かり予算を要求していくということで、情報共有をさせていただいていると
ころです。最近の状況としましては、ピパウシの沢の土砂の掘削ですとか、護
岸ステージの周りの張芝等を予算見ながら、開発局のほうでも計画的に実施
はしてきている面もあるような状況とはなっているかなと思います。これら
の整備がより進むようにという考えで、町としては、二風谷地区の再整備計
画の中で、これは町の二風谷地区における再整備の計画ではあるのですが、
国への提言のようなものも、護岸に関して盛り込む形をとらせていただいて
おります。地域での再整備計画の検討会議でも、ダムの所長と担当係長にオ
ブザーバーとして参加をいただきまして、情報共有等を行われているという
ふうに考えております。今後こういった護岸整備が、この再整備に基づいて、
このうちの提言に寄り添った形で進んでいくように、視野に入れてやってい
きたいというふうにそのように言っていただいて、その辺も情報共有されて
いると、現状はそのようなところでございます。

議長 ２番木村議員。

２番
木村議員

先ほども言いましたけども、あの近辺はやはり観光客がかなり来て、今年度、
今着工してますイオルセンターもあそこに出来て、なおあの近辺の左岸公園
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の活用が進むのではないかなと思っていますので、ぜひとも開発ときちんと
話合いをして、開発任せではなくて、今課長、二風谷の再整備計画という話を
していましたけれども、そういう形の中で進めてもらえればというふうに思
います。ちょっと今日、あれなのですけれども、もともと湖畔まつりとかも、
確かダムやっていたと思うのです。やはりダムがあそこに出来たという経緯、
その当時は何年間レーザー光線や船なんかも出してやってました。そういう
のも含めて、これからどうダムと町とが、開発と町とが一体になって二風谷
ダムを活用できるようなそういう方策も、ぜひ考えていただければというふ
うに思いますので、よろしくお願いいたします。

議長 町長。

町長 貴重なご意見ありがとうございます。課長のほうからも答弁ありましたとお
り、今二風谷地区の再開発ということで、やっと第１ステージがいいところ
までいったかなというところでございますので、今後、さらに二風谷全体の
整備等に向けて、いろいろ地域の皆さんのいろんな意見を聞きながら進めさ
せていただければと思っています。本当にあそこにダムが出来たときの環境
護岸という、いかにダム湖との親水性を高めるかみたいな取組が当初あった
ということで、本当に今利用されてないという状況ですので、本当に資源と
しては本当に可能性が、私大きいと思っていますので、あといろいろ例えば
レーザー光線のイベントとかＥボート大会なんかもやったというようなこと
もありますので、そういった経緯も踏まえながら、今後二風谷のアイヌ文化
の振興とそれを観光とか、それも絡めながらぜひ関係機関としては非常に大
きな開発局さんですので、またいろいろと協議しながら進めさせていただけ
ればというふうに思います。

議長 いいですか。以上で木村議員の質問は終了します。
次に、７番四戸議員を指名します。７番四戸議員。

７番
四戸議員

７番四戸です。提出してあります質問通告にしたがいまして、質問いたしま
すのでよろしくお願いいたします。今日は災害に強いまちづくりをどう考え
ているのかという質疑になっていくと思います。現在、世界的に起きている
要するに新型コロナウイルスをはじめ、エボラ出血熱など新しい感染症の背
景にあるのは、森林破壊をはじめとした環境破壊や地球温暖化などの影響は
深刻だと思っております。令和３年度においても、豪雨や暴風、猛暑による災
害も甚大化しております。防災に関しましては、意識的自覚的にその重要性
を啓蒙し、啓発し、学習し、伝承し、多くの町民は防災に対する意識を高めて
いかなければならないと思っております。このような私の考え方で議題に入
っていきたいと思います。まず１点目の防災ガイドマップでございますが、
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町は大規模災害に備え、平成１５年度に地域防災計画を見直し、平成１７年
度に防災ガイドマップを作成されております。その後、平成２５年度には以
前のマップも見直されまして、新たなマップが町民に配布されました。この
マップが配布されてから現在で８年が経過しております。防災マップについ
て、担当課としては町民がよく理解し、よく認識しているとの思いなのか。こ
の点について伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい、只今の質問にお答えしたいと思います。地域防災ガイドマップなので
すが、直近のものについては、地域防災ガイドマップを３年前に配布をして
おりまして、こちらがガイドマップの役割も果たしていますので、こちらの
ものを直近と我々としては捉えております。この防災マップの中に第１章と
しまして、日頃の備えについて記載がありまして、自分でできること、家族で
できることとして役割分担ですとか、避難場の確認、連絡方法や集合場所を
決めるなど、自助に向けた最低限の確認作業について取りまとめております
ので、こちらについてはぜひ実証してほしいというふうに考えております。
そのために必要な情報をこの地域防災マップのほうには記載しているつもり
ですので、ぜひ個別の計画に取り入れてほしいとは思っているところです。
幸い震災以降大きな災害が当町では生じていませんので、どうしても現在の
最優先課題としては、新型コロナウイルス感染症拡大対策ということもあり
まして、なかなかその防災という面で地域住民の危機意識が、ご指摘のよう
に緩みがちになってしまう時期かとは思いますので、ただ冒頭話があったよ
うに、全国的に見ると気候変動等で大規模災害は以前に増しても顕著な状況
ですので、今後、新型コロナウイルス感染症の状況もございますけれども、そ
の辺状況を見計らいながら、計画的にこのマップを絡めた啓発事業をやって
いきたいというふうに考えております。直近では９月１日にシェイクアウト
訓練をやらせていただいたのと、あと今現在の計画としては１１月末ぐらい
に地域防災セミナーを開催していければと考えております。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

課長の思いはよくわかりますけれども、ただこのマップについて、私なりに
３０人の町民にお聞きいたしました。その町民の答えはマップを配布された
記憶はありますが、マップについての理解はほとんどの町民は認識されてい
ませんでした。防災の認識については、大変大事なことだと思っております。
今課長も計画的に今後というお話もございましたが、この防災について本当
に町民に認識していただいていけるのか、もう一度この答弁をお願いしたい
と思います。
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議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい、お答え申し上げます。独自に聞き取りもしていただいて、まだまだ防災
意識が住民に根づいてない部分があるのではないかというご指摘だと思いま
すけれども、そのようなことであれば、まだまだ我々の啓発が足りてないと
いうのと、あと防災ガイドマップはちょっとハザードマップの役割もあって、
ひょっとしたら住民にとってわかりづらい面もあるかもしれませんので、今
後、地域防災ガイドマップを絡めたようなより一層の啓発活動ですとか、ま
た最近取り組めてないので、例えば防災訓練ですとか実際に動いていただい
て災害意識を印象付けるというか、そのような参加いただくことで実際にや
ってみることで、防災意識が高まるような防災訓練のようなことも今後検討
していく必要があるかなというふうに考えているところです。以上でござい
ます。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

今の課長の答弁のとおり、防災訓練というのは本当に必要だと私は思ってお
ります。今町民も高齢化して、要するに大きな災害が起きたら高齢者や障害
者、子供たちが巻き込まれていくことが多くなっておりますので、ぜひ課長
の今言った防災訓練ですか、図上訓練だけではなくて、これを考えていって
ほしいと思います。これについての答弁は要りませんけども、よろしくお願
いいたします。２点目に入ります。２点目ですけれども、２点目の件につい
て、９月２日の北海道新聞です。全道１７９市町村を対象に調査した新型コ
ロナウイルスの対策で、災害時に使用する避難所の収容人数の定員を減らし
ている町村もありました。その２２町村で避難所の不足が生じていることが
わかってまいりました。要するに収容する人を減らすことが困難な自治体も
あったとこれは新聞で報道されておりました。それでまた国は、５月に改定
した防災基本計画で十分な空間を確保すること、このことを市町村に要請さ
れています。１家族あたり９平方メートルの広さをとるよう国は要請してい
ます。平取町においても防災ガイドマップに指定された避難所、それとこれ
に避難所が指定されております。指定緊急避難所が設定されています。先ほ
どもお話ししましたが、避難所においての新型コロナウイルスの対策は、多
くの市町村がこの対策は出来ていないような状況だと思います。それで平取
町としても、この対策についてどのように考えているのか。また対策は出来
ているのか。防災ガイドマップに出ている６か所の避難所の対策はどのよう
になっているのか。この点について伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。
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まちづく
り課長

はい。只今の質問にお答えいたします。避難所設営に関する規定については、
避難所の設営マニュアルというものを町で作成しておりまして、こちらで感
染症対策が講じられるように見直しを図っているところです。１世帯９平米
というのが、その世帯数によってちょっとはっきりしないので、ソーシャル
ディスタンスとして２メートルという設定で、当町はこちらのマニュアルの
見直しを行ってまして、それと避難所設営するのが職員になるので、職員の
初動マニュアルについても見直しを行っているところです。そういったこと
で、もし新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況で避難所設営すると
いう場合の準備ということでは、一応その辺については準備をさせていただ
いております。備蓄品についても衛生関係の備蓄を中心に、コロナ対策とい
うことで少し拡充を図ってきているところでございます。感染症対策として、
例えばそこで発熱があった場合ですとか、その方を別のところに避難をいた
だいて衛生施設、トイレですとかに行く動線も別にするような一応マニュア
ルの見直しというのを図って、感染症禍でおいても蔓延する状況においても、
その辺の安全性が確保されるような見直しを行ってきているところでござい
ます。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

ちょっと確認しますけれども、要するに、平取町としても避難所に対しての
対策は出来ていないという、現在ですよ、そういうふうに考えてもよろしい
ですか。それと、今コロナはちょっと収まってきていますけれども、これから
第６波起きて、大きな災害が起きたときに避難所を使うようになったときに、
それまでに対策は何か考えていくというふうに考えてよろしいですか。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

まず北海道新聞のアンケートは、当然うちの町にも来てるのですけれども、
うちの町としては対策がとれているというふうに回答はさせていただいてい
ます。うちの避難所の設営については、緊急避難として人口の２割程度の方
が避難した場合を想定して組立てをしているところです。そこで、十分な距
離を取っての避難所設営は可能なものだと考えておりまして、また先ほど申
し上げたように、衛生関係の備蓄品も今回コロナの対策ということで確認を
させていただいてますので、ある程度対策がとれているというふうに回答を
してきているところです。ただ、例えばコロナの状況も変わってきて、当初は
ある程度感染者の方が病院で過ごされているのだろうという前提で組んでい
ますけれども、例えば自宅療養の数や病床が足りないということが増えてい
るですとか、あとはそこに対して濃厚接触者の方が家族としていらっしゃる
というような、今のそういった現状が出てきてますので、それではコロナに
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罹患してるのがわかっているのに、同じところに避難ということにはちょっ
とならないので、そういった方を避難するのにどうしようというところが課
題としてあるのかなということで、この辺について静内保健所のほうと最近
打合せをさせていただいて、例えばその速やかに名簿を提供いただいて、そ
の方々を応急的に空いている、例えば住宅ですとかに避難していただくとか、
そういう緊急的な手順については確認をさせていただいているのですが、そ
の辺の感染症の現状に合わせたマニュアル化というのが、またこれからの見
直しで必要かなというふうに考えているところです。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

また、いつ６次のコロナが起きるかもわかりませんので、なるべく早くよろ
しくお願いいたします。次３点目に入りますけれども、３点目のことについ
ては、６月の定例会において、ＧＩＳについては聞いたのでその答弁はいり
ませんが、この災害時にＧＩＳが十分平取町として機能していくのか。また、
ＧＩＳの連携はある程度は出来ているのだと思っておりますが、各課や社協、
福祉会、例えば自治会との協議等が出来ているのか。また、災害時にどのよう
にこのＧＩＳを使ったものが機能されていくのか。自治基本条例の第２５条
で危機管理体制の確立について書かれております。災害時に緊急時にこのＧ
ＩＳがどのような機能して活動を図っていけるのか。この点について伺って
みたいと思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。今の質問にお答えいたします。ＧＩＳシステムにつきましては、防災の
立場でいくと要支援者の支援台帳というのを必ず自治体において整備をしな
いと駄目だということで、災害時に助けが必要な方と、それを支援する方の
ひも付けというのを地図情報に落として見える化を図るというのが、このＧ
ＩＳシステムのそういった役割を果たすものですけれども、その台帳システ
ムの自動連携化ということで支援が必要な方というのを、例えば要介護度で
すとか、障害手帳を持っているですとか、そういった情報を集約して最新の
ものが台帳に打ち出せるというシステムはもう確立されている状況で、これ
がある程度の地図情報に用いるようなことになってますので、あとこれをこ
れから今いろいろ申し上げていただいた自治会さんですとか、そういうとこ
ろと連携して、この名簿ですとか地図情報の活用というのがこれからの課題
になってくるのですけれども、個人情報があるので、有事の際にはこの情報
をすぐにそういった団体と共有することが可能となっているのですけれど
も、その前に前段そういった打合せですとか、避難者とそれを支援する方の
ひも付けですとか、それは当然にして、事前に打合せが必要なとこなのです
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けれども、それについてはその個人情報の関係があって、必ずその協定を結
ぶということにうちの条例でも決まってますので、今その協定を結ぶ作業を
随時やらせていただいている段階ということです。なので活用する準備段階
は整っているというとこなんですけれども、これからその地域に入るなりを
して、実際に打合せをしてその支援者台帳を有意義なものにしていくという
作業になってくるかなというふうに考えております。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

今、コロナ等でうちの町もコロナに対処するのに大変忙しくて、そういう集
まる機会も少なくなったとは思いますけれども、今後においてそういうこと
も考えながら進めていってほしいと思います。それでは４点目です。災害時
における職員の初動マニュアルというのですか。私あまりこれ聞いたことな
かったのですけれども、申し訳ございません。それで、これについてちょっと
伺っていきたいと思います。令和３年の９月６日で胆振東部地震からちょう
ど３年が過ぎました。平取町においても、この地震で今まで経験のない大き
な地震だったと思います。この地震で多くの平取町の職員が活躍されたのは
記憶に残っております。このような災害における職員の初動体制というのを
定めた職員初動マニュアル、先ほど課長も言っていましたが、これが平成２
５年に平取町地域防災計画の見直しの中で出てきたものだと思っておりま
す。私もこのマニュアルについて、本当にあまりよく知りませんでしたが、胆
振東部地震の時、初動のマニュアルが発動されたと思いますが、発動に対し
ての反省点はあったのかないのか。また、その職員活動のマニュアルについ
て、ちょっと説明いただければと思っておりますのでよろしくお願いします。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。只今の質問にお答えしたいと思います。職員の初動マニュアルについ
ては、平取町ですとかその周辺で風水害地震、大規模な事故等が予測された
場合ですとか発生した場合に、町職員はじめとした関係者ができるだけ早く
初動配備を整えて、迅速な対応がとれるような措置についてまとめたマニュ
アルとなっています。災害時にはいろいろ制限があるような状況下というの
も想定されますので、その中で優先的に実施されるべき業務というのを特定
して、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等について、あら
かじめ定めているものという形になりまして、こちらについては、例えば地
震でいくと、震度４の地震があった場合は、職員は全員まず災害対策本部、役
場に集まるというような手順が決められていたりですとか、例えばいろんな
状況が想定されますので、役場が使えなかった場合、２次的に使う対策本部
はふれあいセンターにするですとか、例えば町長に何かがあった場合に、対
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策本部長は副町長が務める。副町長の身にも何かあった場合は、まちづくり
課長がですとか、そういった状況に合わせたものがいろいろ決められている
もので、こちらについては毎年、地震の際もそうですし、取水があった場合で
すとか、必ず見直しを行うような形になっていて、直近では今年の取水期前
に見直しを図ったものを７月の課長会議で共有させていただいております。
今年の見直しについては、避難指示ですね。避難勧告というのは、内閣府の避
難レベルの警戒レベルの関係でなくなったものですから、それに合わせた職
員配置の見直しですとか、そういったことを行っているような状況になって
います。反省ということもちょっとあったと思うのですけれども、例えば震
災の後、震度４で全員が集まるというところです。震災後やっぱり今地盤と
かがまだ安定してない状況ですので、少し全員集合のレベルを下げてという
か、もう震度４で全員集まるというような見直しを図ったりですとか、随時
その時出される国の方針ですとか、実際にあった部分での反省を踏まえて、
随時見直しを行わさせていただいているところです。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

ありがとうございました。それでは大体課長の説明はわかりましたので、次
に進みたいと思います。次は５点目です。災害時の避難所に供給する災害用
食糧品の備蓄についてでございますが、この管理については適切に管理され
ているとは思っておりますが、現在はどのような管理体制になっているのか、
伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。只今の質問にお答えいたします。防災備蓄数につきましては、防災備蓄
計画に基づき管理することとなっておりまして、それに基づき適宜、管理を
しているのと備蓄計画についても、必要に応じて見直しを図っているところ
です。現在は１５か所程度の配置場所を定めておりまして、そこに食糧備蓄
と各種の備品ですが配置しているような状況で、定期的に資材等の調書を調
整しているところで、例えば消費期限が来た食品の整理ですとか、発電機の
試運転を行って燃料を補充するですとか、そういったことを定期的に行って
いるところです。食品については、おおむね５年以上保存できるものを中心
に購入することとしておりまして、消費期限管理等を行っているところで、
今年の台帳整理状況としては、令和３年の３月、６月、８月、直近ではこのあ
たりのときに備蓄品の整理を行って、調書を直して適正に管理するという形
にしています。消費期限が近づいてきたものについては、台帳から落として
まだ少し使用できる期間があるうちに保育園ですとか学校ですとか、また地
域防災セミナーなんかとタイミングが合えば、こういったとこの試食ですと
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かに使わせていただいているような形で対処しているというところでござい
ます。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

課長の答弁はわかりました。今の災害用の備品といいますか、食べるものは
大変よく出来ていると思うのですよね。私もあんまり食べたことはないので
すけれども、１回食べてみたいなと思ったわけですけれども、どんな味する
のか、それは、冗談にしても、避難生活が長引いた場合、災害用食品だけでは
やはり避難している人も大変だと思いますので、自治会などと連携して炊き
出し等というのは考えたことがあるのかないのか、その辺についてはどうで
しょうか。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい、お答えいたしたいと思います。一応、食糧備蓄品の供給に関わる協定等
はいくつかありまして、記憶にあるとこでは、例えば農協さんですとか、そう
いったところからの供給の協定というのは結ばさせていただいているので、
避難所生活等が長期化した場合には、そういった協定を活かしながら、あと
は被災していない地域等があれば、そういった協力を得ながら自助の部分で
被災された方に被災されてない方の備蓄を分けていただいたりですとか、そ
ういった対応の呼びかけをするですとか、そういったことは決めさせていた
だいているのと、基本的に備蓄については、最初の避難から３日程度という
のを目標に、その避難所に来る方を想定した人数に対して十分行き渡るよう
にというところを目標にしながら、毎年計画的に完了しているという状況に
なっています。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

それでは次に６点目に入りたいと思います。６点目は道内の各市町村におい
ても、例えばで申し訳ないんですけれども、大きな災害が起きたときに備え
まして、関係する機関や企業との間で災害時協定を締結しております。自然
災害については、どのような形でいつ出てくるのか予期するのは本当に大変
難しいことでございます。平取町においても必要時に対応する体制を強化は
していると思いますけれども、現在の体制で大規模災害に機能出来ていける
のか、その考え方について伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。
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まちづく
り課長

ちょっと大規模災害に備えた関係機関との連携ですとか、企業との災害時協
定というような意味合いでお答えすればいいかなと思いお聞きしておりまし
たけれども、平取町の地域防災計画の中に応援協定と覚書がどれぐらい結ん
でいるかというと、必ずまとめさせていただいているのですけれども、現在
項目数で２８項目の協定や覚書を結ばせていただいておりまして、こちらに
基づいて、有事の際には関係機関と協力しながら、これを機能的に活用でき
ればというふうに考えております。北海道の協定みたいなものもありますの
で、そちらからその自治体が活用できるものというのもあるので、そういっ
たものをうまく組み合わせる中で大規模災害にも備えていくと言ったような
形で対応できればというふうに考えておりまして、例えば日高町とは災害時
の相互応援に関する協定というのを結んでいるので、お互い例えばうちはあ
まり津波の危険性はないですけども、日高町はそういった危険があるので、
そういった場合は相互にどちらがどれだけ被災するというのが、その災害の
時ではないとわかりませんので、そのときのための応援協定ですとか、同じ
ものを管内でも結んでいますし、例えば大規模化したところとかでいくと、
例えば段ボールベッドを作っている会社と協定して、どうしてもその災害時
に距離をとりながら、個人スペースをとりながらの避難所設営にダンボール
ベッド有効とされているのですけれども、どうしても備蓄すると場所をとる
ので、こちらは例えば協定で有事の際には提供していただけるとか、そうい
ったことを特に協定、覚書の部分では、大規模化した後の避難所等を想定し
たものですとか、相互の被災していないとことの応援関係みたいなもので、
今現在２８項目程度、そういったものを結んでいるような状況となってます。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

質問事項の中にはちょっとないのですが、関連がありますのでこれについて
もう一つお聞きしたいのですけれども、前段でもお話しましたが胆振東部地
震からちょうど３年が過ぎました。その中で、その地震で全道で４４人が犠
牲になっております。被害を受けた住民の仮設住宅のほぼ全てで原則２年間
の入居期限が過ぎたが、自宅の再建などで、もとの住所地に戻れた被災の世
帯は３割に留まっていると新聞等で報道されております。７割は自治体が用
意した賃貸住宅などで生活しております。いまだかつて環境の変化などに悩
む町民も多くいると聞いております。災害時に自宅で生活出来ない町民が出
てきた場合、当然町は仮設住宅を用意するとは思いますが、こういう住宅な
どについて企業などとの協定で仮設等の住宅の協定がなされているのかない
のか、この辺についても伺っておきたいと思います。

議長 まちづくり課長。
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まちづく
り課長

はい。今の質問にお答えしたいと思います。一応そういった仮設の関係でい
くといくつかあるうちの中で、例えば災害時におけるレンタル機材の提供に
関する協定というのがあって、こちらそういったレンタル事業者と締結して
いた形ですので、こういったときに仮設のようなプレハブですとか、そうい
ったものを提供いただけるような形になっていたり、あとまたそこに必要な
資材についても、例えばＬＰガス災害対策協議会さんですとか、仮設に必要
なものをある程度を協定の中でもいくつか想定はして設定はしているという
形になります。あと例えば、最近組んだ中ですと、日高青少年自然の家さんと
施設提供の協定を結んだりですとか、少し長期化してきたときとか戻る場所
が流出してしまった場合というのを想定した、その辺を意識した協定という
のも織り交ぜながら準備とか備えをしているところではあります。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

次に７点目の件についてお聞きしたいと思います。今年も静岡県の熱海市で
すか、大雨による大きな災害で多くの住宅や多くの犠牲者も出ました。この
法面の崩壊は、毎年日本の各地で発生されております。大雨が降ると法面の
崩壊が心配になってきます。そこで、平取町は道と調査はされていると思い
ますが、まず、最初にお聞きいたしますが、道から指摘されている法面の危険
箇所はどのぐらいあるのか。また、その中で土砂災害特別警戒区域というの
があると思うんですが、それがどのぐらいあるのか伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい、土砂災害警戒区域の指定状況ということだと思うのですけれども、こ
ちらが国交省の指針に基づいて、都道府県が基礎調査をして指定をしていく
という形になってまして、平取町内での指定状況なのですけれども、土砂災
害警戒区域について今町内で４４か所です。特別警戒区域が１７か所になっ
ています。直近の指定では、土砂災害警戒区域の指定が、今年の５月に１５か
所ほどありまして、そこの５月の指定で一応、平取町内の道の調査における
指定状況は、一旦これで調査が終わったというような報告を受けているとこ
ろです。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

先ほども申し上げましたけれども、やはり土砂災害というのは恐ろしいもの
でございます。先ほど危険箇所が１７か所で、５か所が危険箇所というのか、
要するに特別土砂災害警戒区域というのですか、これレッドになっている、
防災のこれでレッドになっているとこだと思うのですけれども、それ１７か
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所でよろしいのですか。それでですね、その危険箇所は少しは整備されてき
ているのだと思うのです。それでも１７か所なのかなあと思うんですけども、
本町のオバウシナイ川の法面、今年で５年目ですか、あそこもうレッドの危
険箇所だと思うのですけれども、今年も工事はやっていますが、この辺の工
事はまだ今後続けていくのか。それとも今言った１７か所の危険箇所につい
ては今後どのように考えているのか、その辺伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。今のご質問にお答えしたいと思います。先ほど冒頭申し上げたとおり
ここは都道府県が基礎調査を行って区域の指定をしていくということになっ
ておりまして、当町でも先ほど言ったとおり４４か所、特別危険で１７か所
指定がありますので、こちらについては、当然、町のこの基本指針の中での町
の役割というのは、指定後についてはここの計画区域内の警戒避難体制の整
備と、ハザードマップの配布、あとは特別警戒区域内に構造物が建たない様
に規制するというのが町の役割というふうに決まっていますので、この特別
区域の指定なのですけれども、今７月末段階で全道で１万１３２か所、黄色
のところがあるんです。特別警戒区域のレッドが６９２４か所あるような形
で、その対策というのが具体的なこの土木工事ということでいくと、道のほ
うもこれだけの指定箇所が法に従って指定していくとあるということで、計
画的にやってもかなりの時間が土木的にこの区域を整備するというのがかな
りの時間や費用を要するということで、町に対する要請としては、先ほど申
し上げたハザードマップで明確にこの警戒区域を知らせて、お住まいの方が
警戒区域のそばに住んでいるということで意識をしていただいて、ここの避
難体制をしっかり我々も啓発していったり、助けてあげたりということを整
備していかないと駄目というのは町の役割になってきます。その中で、どう
してもリスク低減のために土木工事が必要だというふうに思われるとこにつ
いては、町としてはやはり北海道への要望活動等で必要なハード整備につい
ては訴えて、そこをやっていただくといった取組も同時に進めていく必要が
あるのかなというふうに考えています。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

今課長の答弁で全道の話が出ましたので、その数は莫大な数でどうもかなり
金がかかるとは思いますけれども、町としても最も危険な箇所をさっき言っ
た１７か所ですか、これについては、道にこれからも陳情していってほしい
と思いますので、よろしくお願いいたします。私の今日の最後の質問となり
ますけれども、町長がいますので町長に伺います。町民の生命や要するに財
産を守ることは、町の果たすべき基本的責務だと思っております。町民が安
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心して生活するには、防災に対する町民の認識が大変大事なことであると私
は思っております。町長の防災に対する考え方をお聞きして最後の質問とい
たします。町長よろしくお願いいたします。

議長 町長。

町長 はい、お答え申し上げます。私、令和３年度の執行方針の中で、災害に強いま
ちづくりということを掲げてございます。課長の答弁の中にもございました
けども、近年の地球規模での気候変動に伴う本当に今までにない大雨ですと
か、それから近く起こりうるであろう千島海溝、日本海溝沖の大地震という
ようなことで、本当にこういった自然災害に対応できる防災体制の強化が非
常に重要だなというふうに考えてございまして、まず基本となる私の考え方
を、災害発生時にはとにかく町民から犠牲者を出さないということに尽きる
のではないかというふうに思っておりまして、地震などの突発的に起きる災
害については、まずは自分を守る行動をとにかく徹底する意識づけを啓発し
ていかなければ駄目だなというふうに思っていますし、それから当町で発生
する可能性が高い大雨洪水については、ある程度雨については、いわゆる起
こるまでのリードタイムといいますか、時間がありますので、今まで蓄積し
てきた沙流川流域のタイムラインという各関係機関集まって、この時間に何
しようというようなこともいろいろ協議しておりますので、その辺にのっと
ったその行動によって、適切な避難指示等してまいりたいというふうに思っ
てまして、国も避難の度合いのことをさらに強化しているというような傾向
にありますので、基本的に避難シートは本部長私の責任でございますので、
これは早め早めの避難指示ということで、とにかく犠牲者を出さないという
ような方向でぜひ対応を図っていきたいというふうに思っております。その
ための防災訓練を本当に私も重要だと思っておりまして、このコロナ禍でい
ろいろ制約があってできなかったということもありますけども、やはり実際
に避難行動を体験してもらうというようなことも非常に大事なことなので、
この辺はまた積極的に推進をしていきたいというふうに思っております。そ
れから、なかなかハザードマップなどを見ていただけないというような現状
もありますので、いろいろ情報提供については、これからスマホの利用とか
いろいろ媒体を使った啓発に努めていきたいというふうに思っております。
それから、そういった避難行動の住民の意識づけ等あわせて、例えば公共施
設の防災対策ということで、この役場なんかも含めて耐震化になってない施
設もありますので、その辺は強靭化という意味でそういった整備を計画的に
進めてまいりたいというふうに思っておりますので、本当に今おっしゃった
とおり、町民の生命と財産を守る防災対策、避難行動について、町としても町
民の方、それから関係者の方の協力を得ないとなかなか進まない、きっちり
したもの出来ないという現実もありますので、その辺もいろいろ皆さんにご
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尽力をいただいて、今後さらに強化を図るような努力をしてまいりたいとい
うふうに思っています。以上です。

議長

議長

よろしいですか。四戸議員の質問は終了します。以上で通告のありました議
員からの質問は終了しましたので、日程第５、一般質問を終了いたします。
休憩いたします。再開は１１時１０分からです。よろしくお願いします。

（休 憩  午前１１時０４分）
（再 開  午前１１時１５分）

それでは時間ですので、再開いたします。
日程第６、議案第１号、教育委員の任命についてを議題とします。提案理由の
説明を求めます。町長。

町長 議案第１号、教育委員の任命について、平取町教育委員会委員に次の方を任
命したいので、議会の同意を求めるものでございます。住所沙流郡平取町字
荷菜４０番地７、氏名小林明美氏でございます。生年月日は昭和３５年３月
５日で、６１歳でございます。次のページをお開き願います。
経歴の概要でございます。小林氏は、昭和５７年３月に北海道大学医学部付
属臨床検査技師学校を卒業されまして、昭和５７年４月１日から検査部臨床
検査技師として昭和６２年４月まで、市立の札幌病院に勤務をされてござい
ます。公職歴でございますけれども、記載のとおり平取町社会教育委員、平取
小学校学校評議員、平取町生涯学習委員会委員、平取町総合振興計画審議会
委員、令和３年４月からは行政相談委員も務められております。平成２１年
１０月２８日からは教育委員会委員も３期務められておりまして、再度任命
をさせていただくものでございます。小林氏は、人格が高潔で教育、学術及び
文化に関し認識を有し、教育委員会制度にも深い理解を示しいただいており、
適任者と判断しておりますので、ご同意について、ご審議のほどお願い申し
上げます。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について、任命同意する
ことに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第６、議案第１号、教育委員の任命について
は、任命同意することに決定しました。
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日程第７、議案第３号、平取町過疎地域持続的発展市町村計画の策定につい
てを議題といたします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。

まちづく
り課長

はい。それでは、議案第３号、平取町過疎地域持続的発展市町村計画の策定に
ついて、ご説明申し上げます。議案書の６ページをお開きください。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に基づ
き、平取町過疎地域持続的発展市町村計画を策定し、議会の議決を得ようと
するものです。後ほど説明いたしますが、令和３年３月末をもって執行した
過疎地域自立促進特別措置法にかわり、令和３年４月に新たに制定された過
疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定においても、当町は過
疎地域市町村に該当しておりますので、平取町過疎地域持続的発展市町村計
画を策定することで、国の補助金の補助率のかさ上げや過疎対策事業債の充
当などの財政上の特別措置を引き続き受けることが可能となります。計画の
概要を説明いたしますので、お配りをしている別冊の平取町過疎地域持続的
発展市町村計画をご覧ください。なお、以降の説明において平取町過疎地域
持続的発展市町村計画を、単に市町村計画と略した呼称で説明させていただ
きます。表紙をご覧ください。市町村計画の策定期間は令和３年度から令和
７年の５年間となっております。３ページをお開きください。人口の推移等
について記載しております。３ページ下のグラフ人口の推移から、昭和５０
年に９３３１人であった人口が、平成２７年までの４０年間で５３１５人に
なっていることが読み取れますが、減少率ですと４３％減少したことになり
ます。
新しい特別措置法の過疎地域の人口要件は、昭和５０年を基準年とした４０
年間の人口減少率が２８％以上ですので、当町は過疎地域の人口要件に該当
をしています。過疎地域のもう一つの要件である財政力要件は、平成２９年
度から令和元年度の財政力指数が０．５１以下であることですが、当町にお
ける２９年度から令和元年度の平均財政力指数は０．１８で、財政力要件も
引き続き過疎地域に該当する数字となっております。９ページをお開きくだ
さい。地域の持続的発展のための基本目標として数値目標が設定されていま
す。今回の市町村計画から、基本目標と計画期間を明示することが求められ
ております。こちらの数値目標につきましては、平取町第６次総合計画の後
期計画の数値目標に合わせて設定されています。この市町村計画全体を通じ
て、平取町第６次総合計画に基づいて、町行政が遂行されることで、法に基づ
く特別措置が適用されるよう調整を図っております。１０ページをお開きく
ださい。これ以降は、特別措置法の第８条第２項において市町村計画に掲げ
るべき事項として謳われている、実施すべき施策を項目ごとに順次掲載をし
ています。２、移住、定住、地域間交流の促進、人材育成では、特別措置法の
目標に新たに追加された地域の持続的発展、人材の確保及び育成にかかわり
が深い項目を整理し、新たな項目として記載をしています。１０ページに現
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況と問題点その対策について記載されています。１２ページをお開きくださ
い。次ページにかけて、計画内の事業計画を表にまとめております。こちらに
記載している事業についても、第６次平取町総合計画後期計画の事業計画に
符合する形となっております。これ以降５２ページまで実施すべき施策、現
況と問題点、その対策事業計画という構成になっておりますので、詳細な説
明は省略をさせていただきます。簡単に変更部分だけ説明をいたします。
２５ページをお開きください。２５ページ下段に（４）産業振興促進事項とし
て、産業振興促進区域と業種が表記されています。固定資産税の減免等に対
しての交付税算入の根拠となる起債となります。２６ページをお開きくださ
い。地域における情報化は、これまで交通通信体系の整備、地域間交流促進の
２点とあわせて実施すべき施策として謳われていましたが、地域における情
報化が今後の過疎対策における重要性から実施すべき施策として独立した取
扱いに変更になっております。３８ページをお開きください。これまで高齢
者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項となっていましたが、子育
て環境の確保が実施すべき施策に加わり、子育て環境の確保、高齢者等の保
健及び福祉の向上及び増進として記載が変更となっております。５２ページ
をお開きください。１２再生可能エネルギーの利用促進が実施すべき施策に
新たに加わっております。各項目内での旧市町村計画からの変更点について
は、別途配布をしている説明資料にもまとめておりますのでお読み取りいた
だければと存じます。５３ページから最終６２ページは、事業計画の表記か
らソフト事業を抜粋し、再掲したものとなっています。本市町村計画につき
ましては、令和３年７月１３日から２８日まで、当町のウェブページに公開
し、パブリックコメントを求めております。公開期間中においてパブリック
コメントを１件いただきましたが、誤記に関する指摘であり、計画内容の変
更には至っておりません。またパブリックコメント後において北海道との協
議を行い、令和３年９月３日に北海道からの同意を得ている旨ご報告いたし
ます。以上ご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたし
ます。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
８番鈴木議員。

８番
鈴木議員

８番鈴木です。過疎計画全体に対してどうのこうのということではなく、ち
ょっと現実的な、個別の案件でちょっとお伺いしたいなと思うことがありま
すので質問いたしたいと思います。ページとしては、２９ページにあります
市町村道橋梁、橋梁長寿命化補修事業ということが載っております。実は、町
内こう歩いておりまして非常に気になる橋があるということで、その橋が対
象になっているのだろうかということをちょっとこう見ようと思いまして、
そしたら、この計画にもこういう事業、当然載っている、そして総合計画にも
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毎年１億を超える事業費が計上されているということがありますので、ただ、
この２９ページの上段に市町村道路のほうは整備計画といいますか、補修と
かについて、箇所も含めて、個別に書かれているわけです。当然、これに書か
れると総合計画でもこういうふうな個別に書かれるということになるのです
けれど、橋についてはどこが対象になっているのか。そういうことが総合計
画も含めて一切こう明示されていない。だから、私が気になっている橋、はっ
きり申し上げると幌毛志の橋なのですけれども、沙流川にかかっている橋な
のですけれど、非常に塗装がはげて、サビが見えています。これがいつの計画
になるのかというで、思いまして担当課に伺いましたところ４年後になると。
確かに総体的に整備をすると、結構なお金がかかるのだろうというふうには
思うのですけれど、これ、こんな状況でまだ４年置いておくのかということ
がちょっと頭にあったものですから、この事業内容、年次計画、そういうもの
をやはり総合計画とか、そういう中できちんと示していく必要があるのでは
ないのかなというふうに感じておりますので、その辺について伺いたいなと
思います。

議長 建設水道課長。

建設水道
課長

はい、お答えいたします。只今の質問につきまして、箇所名を入れたらどうか
というご質問と、あと幌毛志橋の補修計画についてということでよろしいか
と思いますが、計画につきましては、１８橋、損傷程度がレベル３という直ち
に補修しなければならないという橋が１８橋ございまして、それを年次計画
で行ってくということで、昨年、令和２年の３月に、橋梁の長寿命化修繕計画
を、２回目の計画を策定しまして、ホームページに公表させていただいてる
と思いますが、その中で、橋を損傷度に応じて、補修をしていくという計画
で、総合計画にもお金を積んでおります。その中で幌毛志橋につきましては、
平成３０年ぐらいに床板の補修を行っておりまして、それにおけるその後の
点検において橋桁等の損傷については、まだ補修のレベルに達してないとい
う判断になっております。また、高欄についても、今の段階では２ということ
で、３にはなってないという状況の中で、補修の年度は今計画としては、経年
劣化を見込んだ年数が３年後４年後というお話の計画になってるということ
でございます。ですので、今回３月に２回目の計画を立てておりますので、そ
れに基づいて今後行っていく状況でございますが、今後の総合計画の記載に
つきましては、橋梁名は書いて分かるようにしていくように努力したいなと
いうふうに思っておりますので、ご理解いただければというふうに思ってお
ります。

議長 ８番鈴木議員。
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８番
鈴木議員

土台とか、いろんなところについての状況については、我々素人が見て何か
分かるということはほとんどないというふうに思ってますけれども、橋の安
全ガードフェンスというのですか、そういうものも含めて一番あそこがやは
り目に見えるのです。そうすると、ほんとにこんなに錆びているのに、これい
つになったら塗るんだろうなと単純にそう思う、地元の方々も当然そう思っ
て見ているということがあるものですから。そしてもう一つは、こういう事
業をやるときに、これ以前荷菜大橋やるときの話ですけれども、塗装すると
いう話が計画の中にありましたので、地元の塗装関係の業者の皆さんにも仕
事が行き渡るのかな、そういうふうに思って見ておりましたら、やはりその
橋梁全体ということになると、足場の関係だとかいろんなことがあるようで、
やはり地元ではない方々がやるというようなことになってたと。ただ、我々
こう下のことまではあれですけど、その上のほうのところについては、地元
でやれるようなそういう形の事業の組み方というのも、この計画様々なとこ
ろでそういう話が出てくるかなと思うのですけれども、そういうことについ
ての考え方といいますか、もう当然もっていただきたいなと。去年あたり、や
はりペンキ屋さんとちょっと話す機会もあったのですけれど、やはり前年度
から比べて、前年度っていうのは令和１年ですか、令和２年やはりコロナと
いうことがあるのか、民間というか、一般からの注文も塗装の注文もやはり
去年は本当に減ったという話も含めて、やはり現実にある中でありますので、
そういう一発下から上まで全部やるという形が、これ計画なのかもしれませ
んけれども、そういった意味では目につくところからということも含めて、
検討出来ないのかなというふうに思いながら、こういう事業をせっかく進め
るときの考え方について伺っておきたいなということで、今質問させていた
だいております。

議長 建設水道課長。

建設水道
課長

はい、お答えいたします。今のご意見につきましては理解させていただくと
ころ多々あるのですけれども、交付金事業を活用して、特財を投入した中で
の工事施工となることから、なかなかその分離をして高上りになるような発
注形態というのはなかなか出来ないというのも、ご理解いただきたいという
ふうに思います。ただ、今後は町内業者とか、町内業者育成という観点から指
名を検討するということは、今後、指名選考委員会の中でも検討できるかな
というふうに思いますので、次回、荷菜大橋の件はございましたけれども、今
後につきましては、そのような形をとりながら選考委員会の中で検討し、指
名業者については、再考していくような形をとりたいというふうに考えてお
りますので、ご理解いただければと思います。

議長 ほかに質疑ございませんか。
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（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。次に討論を行います。反
対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第７、議案第３号、平取町過疎地域持続的発
展市町村計画の策定については、原案のとおり可決しました。
日程第８、議案第２号、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の
適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてを議題としま
す。提案理由の説明を求めます。税務課長。

税務課長 議案書の３ページをご覧願います。議案第２号、過疎地域の持続的発展の支
援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制
定についてご説明いたします。平成２２年に制定いたしました過疎地域の指
定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例が令和３年３月３１日をもっ
て失効いたしましたが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が
令和３年４月１日に施行されましたので、新たに固定資産税の課税免除に関
する条例を制定するものです。なお、新過疎法となります特別措置法の変更
点といたしましては、本適用には、事業に関する事項について、市町村計画へ
の記載が必要であること。対象事業に情報サービス業等が追加され、取得価
格要件が引下げになったこと。対象となる設備投資は、新設、増設以外に増
築、改築等が追加されたことなどがございます。それでは、本条例案について
ご説明いたしますので、次のページをご覧願います。第１条は、条例の趣旨と
して新たな過疎法の施行に伴い、平取町の市町村計画に振興すべきと定めた
業種に係る固定資産税の課税免除について必要な事項について。第２条第１
項は、課税免除の範囲について。第２項では、課税免除の期間を最初の年度か
ら３か年とすること。第３条は、課税免除の申請について。第４条は、課税免
除の取消しについて。第５条は、規則への委任について規定しております。
なお、附則としまして、１項の施行期日は公布の日から施行し、令和３年４月
１日から適用とすること。２項は、執行の規定としてこの条例は令和６年３
月３１日限りとすること。３項は、前項の執行に伴う経過措置について。４項
は、これまでの過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例
の廃止について規定しております。以上、ご説明申し上げましたので、ご審議
のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって日程第８、議案第２号、過疎地域の持続的発展の支
援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制
定については、原案のとおり可決しました。
日程第９、議案第４号、令和３年度平取町一般会計補正予算第７号を議題と
します。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第４号、令和３年度平取町一般会計補正予算第７号につきましてご説明
いたしますので、７ページをお開き願います。令和３年度平取町一般会計補
正予算第７号は次に定めるところによるものとします。第１条、歳入歳出予
算の補正ですが、歳入歳出にそれぞれ４５２８万９０００円を追加し、歳入
歳出予算の総額をそれぞれ７８億５５４８万６０００円にしようとするもの
です。第２項で歳入歳出予算の補正における款項の区分及び当該区分ごとの
金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表歳入歳出予算補正によるも
のとしています。それでは、歳入歳出予算事項別明細書の歳出からご説明い
たしますので、１４ページをお開き願います。上段、２款１項１目一般管理費
１０節需用費、消耗品でありますが、これは、当初予算において、役場庁舎な
どの感染症予防対策として、各種消毒液やサージカルマスクなどを購入する
財源に一般財源を充当しておりましたが、本事業がコロナ交付金事業に採択
されたことから、その財源を一般財源からコロナ交付金に振り替えるもので
す。続いて下段、３款１項２目老人福祉費２７節繰出金、７１万円の減額で
す。これは当初予算において、介護報酬改定に伴うシステム改修の財源に一
般財源を充当しておりましたが、この度、新たに国から本事業に係る改修費
について、各市町村の人口規模に応じた国庫補助金の内示額が示されたこと
から、その国庫補助金相当分の繰出金を減額して、介護保険特別会計に繰り
出すものであります。１５ページをお開き願います。上段、３款１項８目介護
支援費１７節備品購入費、１５１万８０００円の増額です。これは、新型コロ
ナウイルスの感染拡大を防止し、地域の高齢者等が安心して交流サロンなど
に参加できる環境を整えるため、各交流サロンの会場１０か所に、オゾン除
菌消臭機を整備するものであります。なお財源につきましては、コロナ交付
金を充当するものです。続いて下段、４款１項２目予防費１２節委託料、４０
７万３０００円の増額です。これは、新型コロナウイルスワクチンの接種記
録をマイナンバーと連携し、また、検診結果の電子化した情報を転出時にお
いて、市町村間で速やかに引き継がれる仕組みや、個人が一元的に管理でき
る仕組みなどを構築するために必要な予算を補正するものです。一つは、令
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和３年１１月末までに、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了させ、そ
のワクチン接種記録をマイナンバー情報と連携させるため、町が保有する健
康管理システムの改修費として５０万２０００円を増額するものであり、そ
の財源については、全額新型コロナワクチン接種体制確保事業国庫補助金を
充当するものです。二つ目は、成人病検診などの実施機関から提出される肺
がんや乳がんなどの検診結果について、市町村が検診指針に基づいて定める
標準的な電磁的記録の形式により受け取ることを可能にするため、町が保有
する健康管理システムの改修費として１１４万４０００円を増額するもので
あります。３つ目は、只今ご説明いたしました検診結果の情報については、マ
イナンバー制度を活用し、マイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携
を速やかに開始する必要があることから、その情報の副本を自治体中間サー
バーに登録するために必要なシステム改修費２４２万７０００円を追加し、
総額４０７万３０００円を増額するものであります。なお、検診結果の受け
取りと検診情報の連携に伴うシステム改修に係る財源につきましては、感染
症予防事業費等国庫補助金を充当するものです。１６ページをお開き願いま
す。上段、５款１項１０目農業振興費１８節負担金補助及び交付金、８４０万
円の増額です。これは、新規就農者の就農向けの補助事業として、農場の造成
工事やトラクターなどの農業用機械の導入費に対して、境内育成支援事業補
助金を申請しておりましたが、令和３年度から本補助事業の採択要件が見直
されたことにより不採択となったことから、その事業費３００万円を全額減
額するものであります。また、経営体育成支援事業を新規就農者用リース農
場整備事業に組替えし、改めて別の補助事業の地域づくり総合交付金を申請
した結果、全額採択されたため、ハウス資材と設備費などの高騰による事業
費の増額分１１４０万円を追加し、総額８４０万円を増額するものでありま
す。続いて下段、６款１項２目商工振興費１８節負担金補助及び交付金であ
りますが、平取町商工会は、昭和５４年に建設され、平成１１年と２７年にそ
れぞれ一部改修しておりますが、経年劣化による施設の老朽化が著しく、ま
た、備品等の更新時期も迎えていることから、商工会の運営に支障を来す恐
れがあるため、商工会入り口と事務所入り口の扉改修費用と、ストーブの更
新費用をそれぞれ補助するものであります。なお、財源につきましては、新型
コロナウイルスの影響により、商工まつりなどが中止となったことから、商
工業活性化対策事業補助金を減額して充当するものであります。１７ページ
をお開き願います。上段、６款２項１目観光振興費１２節委託料であります
が、これは当初予算において、アイヌ文化の里にＧＰＳを活用したジオフェ
ンスを設定する空間音響ガイドシステム発信事業の財源に一般財源を充当し
ておりましたが、本事業がコロナ交付金事業に採択されたことから、その財
源を一般財源からコロナ交付金に振り替えるものであります。続いて下段、
６款２項２目公園管理費１０節需用費、修繕料でありますが、これも当初予
算において、国道沿いの仁世宇エコランド案内看板改修の財源に一般財源を
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充当しておりましたが、本事業がコロナ交付金事業に採択されたことから、
その財源を一般財源からコロナ交付金に振り替えるものです。１８ページを
お開き願います。上段、９款２項１機目学校管理費１７節備品購入費、５０万
円の増額です。これは、有限会社福澤設備工業から使途目的を教育関係に限
定した指定寄附を採納したことから、その寄附金を活用して、振内小学校の
除雪機を更新するものであります。続いて下段、９款２項２目教育振興費１
１節役務費、手数料、６２万４０００円の増額です。これは令和２年度に国の
ＧＩＧＡスクール構想により、全小学校の児童に対しタブレットを１台ずつ
支給したものでありますが、自宅への持ち帰り学習時などにおいて、有害サ
イトへのアクセスを制限するため、フィルタリングソフトを２７０台を購入
し、全タブレットに設定するものであります。なお、財源につきましては、前
年度繰越金を充当するものです。１９ページをお開き願います。上段、９款３
項２目教育振興費１１節役務費、手数料、３２万４０００円の増額です。これ
も小学校費同様、生徒等が使用する全てのタブレットにフィルタリングを設
定するものであり、財源につきましても同様でございます。続いて下段、１２
款２項、新たに目を設け、１１目平取町公共施設等整備基金積立金、２４節積
立金、３０５６万円の増額です。これは、令和３年４月１日にＪＲ日高線が廃
止されたことに伴い、地域振興の推進を目的としてＪＲ北海道から５億円が
拠出されたことから、７町の規模に応じた傾斜分配方式に基づき、当町に３
０５６万円が配分されたため、その配分金を全額平取町公共施設等整備基金
に積み立てるものであります。歳出については以上でございます。
次に歳入についてご説明いたしますので、１１ページをお開き願います。上
段、１５款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理費補助金、新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金、５８３万３０００円の増額です。こ
れは先ほど歳出でご説明したとおり新型コロナウイルスによる感染予防対策
や、一般財源からの振替事業などに対し、その財源を事業費の１０分の１０
が交付されるコロナ交付金を見込んだものです。続いて下段、１５款２項３
目衛生費国庫補助金１節保健衛生費補助金、２６９万１０００円の増額です。
これは歳出でご説明したとおりワクチン接種の記録をマイナンバー情報と連
携させるためのシステム改修費に対し、その財源を事業費の１０分の１０が
交付される新型コロナワクチン補助金を見込んだものです。また、検診結果
の電子化した情報の受け取りに伴うシステム改修に係る財源については、事
業費の２分の１が交付され、また、検診情報の閲覧や市町村間との情報連携
に必要なシステム改修につきましては、事業費の３分の２が交付される感染
症予防事業費等国庫補助金をそれぞれ見込んだものです。１２ページをお開
き願います。上段、１６款２項４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金、
８４０万円の増額です。これは歳出でご説明したとおり、経営体育成支援事
業補助金が不採択となったことから、当該補助金３００万円を全額減額する
ものです。また、経営体育成支援事業から、新規就農者用リース農場整備事業
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議長

に組替えした事業費に係る財源については、事業費の２分の１が交付される
地域づくり総合交付金１１４０万円を見込んだものでございます。続いて、
下段１８款１項１目寄附金１節寄附金、５０万円の増額です。これは歳出で
ご説明したとおり、学校管理用の備品購入費に充当するものです。１３ペー
ジをお開き願います。上段、２０款１項１目繰越金１節繰越金、２６９万５０
００円の減額です。今回の補正財源は、国や道の補助金、その他特定財源など
を充当するものでありますが、このたび、コロナ交付金事業が採択されたこ
とに伴い、一般財源からコロナ交付金に財源振替したことや、介護報酬のシ
ステム改修費などの新たな国の財源が確保されたことから、一般財源の充当
が不要となったため、その財源を前年度繰越金に戻すなどの財源調整を行う
ものであります。続いて下段、２１款４項１目雑入２節雑入、３０５６万円の
増額です。これは歳出でご説明したとおり、ＪＲ北海道から町づくり支援金
として拠出された配分額でございます。歳入歳出予算事項別明細書について
は以上でございます。以上、議案第４号、令和３年度平取町一般会計補正予算
第７号についてご説明も申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願い
いたします。

休憩に入りたいと思います。質疑は午後から受けたいと思います。よろしく
お願いいたします。

（休 憩  午前１１時５５分）
（再 開  午後 １時００分）

議長 それでは、再開いたします。
午前中の一般会計補正予算第７号に対しての質疑を行いたいと思います。
質疑はございませんでしょうか。３番中川議員。

３番
中川議員

３番中川です。まず最初に、１６ページの農業振興費の中で、先ほど、経営体
育成支援事業補助金、これが不採択ということで説明を受けましたけれど、
これ多分、見直しにかかってそれに合わなかったのかなというふうに考えら
れますけれども、以前にもこういうこと見直しかかって、ちょっと審査が厳
しくなったというふうな状況を感じたのですけれども、今回もそういう状況
でこの不採択になったのか、そこら辺ちょっと説明お願いします。

議長 産業課長。

産業課長 はい。ご質問にお答えしたいと思います。先ほど総務課長のほうからご説明
させていただいています形態育成支援事業でありますが、令和２年の国の会
計検査の中で、もともとこの事業、取組のポイント制によって上位のポイン
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トにある方々が、ふるいをかけてですけれど、そういった方がこの事業に取
り組めるという形になっていまして、昨年の会計検査の中で指摘事項があり
まして、その取組メニューの、うちの場合でいきますと、これまではこの新規
就農者の事業でいきますと、トラクターや農場の整備、造成、そういったもの
をこの事業で上げていたのですけれど、その取組メニューの中に一つで、女
性の農業者を含めるとポイントが高いというメニューがあるんです。それに
採択されていたのですが、会計検査の指摘事項の中で、女性の農業者と言う
と、必ず大体皆さん夫婦の場合であれば必ずいますので、そうなるとこれま
ではポイントがついていたのですが、あくまでも事業のメニュー的には、女
性農業者が主で営んでいる方がポイントがつくという形で、今年度からそう
いったものがポイントがつかなくなってしまったのです。そういったことで
うちの場合、不採択になっております。具体例で言いますとそういうような
内容で、ほかにもいろいろあるのですが、うちの場合、今回不採択になった大
まかな理由としてはそういう内容になっています。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

わかりました。しかし、こういうふうに補助金が不採択になったというと、こ
の補助金が今度使えなくなるのではないかと心配されるのですけれども、今
までこれにかかっていたトラクター買うとか、そういうものは今度、新規就
農者リース農場整備事業の中で賄っているということなのですけれども、そ
の中でやりくりできるのでしょうか。

議長 産業課長。

産業課長 今年度については、この地域づくり総合交付金の中で採択されていますが、
来年度以降も、うちのほうでは上げていくのですが、ただ、いかんせん今回採
択された理由としては、国の事業なり、他の事業に採択されないということ
で、事業費の高騰も含めて、地域づくり総合交付金を上げさせていただいた
のですけど、どうしてもこれ道費の補助事業になるものですから、道の予算
枠、各市町村からも要望等が上がってくると思うのです。過去の経過からも、
基本は２分の１の助成なのですが、２分の１出なかったケースも多々ありま
すので、次年度以降も間違いなく確約できるかというと、それはこれからの
各町からの要望によって変わってくるのかなと思っています。ただ、うちと
しては、なるべく高率の補助メニューを探して、新規就農者にそういった事
業の中で整備をしていただこうというふうには考えています。

議長 ３番中川議員。
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３番
中川議員

１８ページの教育振興費の中で、手数料ということで、これ先ほどタブレッ
トの関係の手数料だというふうに聞いておりますけれども、今回も質問する
のはこの予算には関係ないのですけれども、１点をちょっとお聞きしたいの
ですけれど、先ほど教育長、最初に説明したいじめの問題に関して、こうやっ
て資料を見させてもらったのですけれども、ちょっと１点気になったのがＳ
ＮＳで貫気別小学校ですか、これ１人いるんですよね。そこで、ちょっと今回
タブレットの関係でＳＮＳの関係なのですけれど、報道の中でもＳＮＳで、
ちょっといじめのほうで報道してたりするのですけれど、そういう場合この
今使っているタブレット、そのＳＮＳ、悪口とかそういうことできる状況に
なっているのか、ちょっとそこら辺をお聞きしたいのですけれど。

議長 生涯学習課長。

生涯学習
課長

はい、お答えいたします。このタブレット、ちょっとまだ確認していないので
すけれども、確かそれぞれアカウントというか、なんというか、通常の携帯と
かとはちょっと違う形態になってますので、そういうような書き込みとかと
いうのは出来ないようになっていると思います。

議長 ほかに質疑ありませんか。５番金谷議員。

５番
金谷議員

５番金谷です。１５ページの衛生費でございますけれども、この健康管理シ
ステムの中でマイナンバーと連携して、成人病の結果システムの委託という
ことなのですが、これについては、過去データも全部入ってくるのか。それ
と、入るとしたら何年前ぐらいから入っていくのか。それと病院との連携が
できるのかについてちょっと伺いたいのですが。

議長 保健福祉課長。

保健福祉
課長

お答えいたします。今、過去データに関しては、ちょっと調べてないのですけ
れども、８事業の検診結果について、情報が連携されることになっておりま
す。乳がんですとか、子宮頸がんですとか、そういうような検診結果が連携さ
れることになっております。それで、病院との連携という話でしたけれども、
病院とは連携は出来ませんので、市町村間で連携がされることになりますの
で、転出先の市町村からそのデータが病院のほうに連携されるような、連携
といいますか、情報が提供されるような形になるのではないかなと思ってい
ます。

議長 ５番金谷議員。
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５番
金谷議員

今課長からの説明で、過去データが入るか入らないかわからないということ
での答弁がございましたけども、これにつきましては、できるだけ過去デー
タを入れていろんな管理の中で町民の健康管理をしていくという、そういう
ふうな形の中で、もしできるのであればやってほしいなという私の希望であ
ります。それと、病院とは市町村の連携が出来ないということで、一番いいの
は、やはり成人病等いろんな健康診断のシステムを含めながら、病院でも検
診のデータが、病院の診察の中でも直ちに見れるような形の中でのシステム
も、できるだけ早くやることによって、やはり病院との、その他医療収益の中
での収入も見込まれるのではないか、そして、成人病のいろんな健診も町立
病院で国保病院でやる人も多くなるのではないかなというふうに私は思いま
すので、その辺も今後検討の上で、よろしくお願いをいたしたいと思います。

議長 保健福祉課長。

保健福祉
課長

はい。いろいろ情報を集めて連携できるようであれば、そのようにしたいと
は考えております。

議長 ほかに。１０番松澤議員。

１０番
松澤議員

１５ページの金谷議員と同じ場所で、予防費の委託料のところなのですけれ
ども、その中でワクチン接種の記録をマイナンバーへ連携し情報ということ
だったのですけれども、これワクチン接種の記録をマイナンバーへというこ
との意味といいますか、そこがちょっと、どういうことでこういうふうにや
っていくのかということなのですけれども、例えばマイナンバーカードにそ
れを記録を移して、それを持っていくとこの人はワクチン２回受けているの
でという今議論されている、例えばワクチンパスポートのようなものに最終
的にはそういうふうに持っていくというか、そういうことのためにやってい
るものなのか、そこまではまだちょっとわからなのでしょうか。どういうふ
うな経緯でこんなふうになっているのでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保健福祉
課長

はい、お答えいたします。マイナンバーカードとの連携はあまり関係なくて、
マイナンバーのナンバーとの連携させることによって、転出先の市町村に予
防接種の情報が連携されるということで、速やかに予防接種、もし３回目が
あるのであれば、まだ２回しか打ってないですとか、そういうような情報が
連携されるということになります。個人に対してもマイナンバーカードを持
っていれば、そういう情報が一覧できるとかということにもなろうかなとは
思います。
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議長 ほかにございませんか。
（質疑なしの声）
なければこれで質疑を終了いたします。次に討論を行います。反対討論はあ
りませんか。
（反対討論なし）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。
したがって、日程第９、議案第４号、令和３年度平取町一般会計補正予算第７
号は原案のとおり可決しました。
日程第１０、議案第５号、令和３年度平取町介護保険特別会計補正予算第１
号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉
課長

議案第５号、令和３年度平取町介護保険特別会計補正予算第１号についてご
説明いたします。２０ページをお開きください。令和３年度平取町介護保険
特別会計補正予算第１号は次に定めるところによるものでございます。歳入
歳出予算の補正でありますが、第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ
れぞれ３１３３万８０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ５億５２６３万８０００円とするものであります。２項は、歳入歳出予
算の補正における款項の区分、及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。それ
では歳入歳出予算事項別明細書の歳出からご説明いたしますので、２５ペー
ジをお開きください。今回の補正の目的は、令和２年度分の介護給付費、地域
支援事業費などの負担金等の額が確定したことに伴い、超過分を返還するた
め、及び介護保険システム改修費の財源が確定したことによるものでござい
ます。１款１項１目一般管理費１２節委託料ですが、介護保険制度システム
改修費用の財源が確定したことによる財源振替で、一般財源７１万円を減額
し、同額を国道支出金へ追加いたします。６款１項２目償還金２２節償還金
利子及び割引料、３１３３万８０００円を追加いたします。令和２年度に概
算交付されました介護給付費、地域支援事業費などの負担金等の額が確定し
たことに伴い、超過分を返還するものでございます。この負担金等のサービ
ス内容につきましては、介護給付費や特別養護老人ホームなどの施設サービ
スや居宅介護サービスに係る分であり、また地域資源支援事業費については、
高齢者の介護予防に係る分となりまして、今回、国、道、支払基金などにそれ
ぞれ超過分を返還するものでございます。歳出は以上です。次に歳入につい
てご説明いたします。２３ページをお開きください。３款２項６目介護保険
事業費補助金１節介護保険事業費補助金、７１万円を追加し、下段、７款１項
５目その他一般会計繰入金１節事務費繰入金、７１万円を減額いたします。
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２５ページ歳出で説明いたしました。介護保険制度システム改修費用は、基
準額の２分の１が国の補助金に確定したため、財源を一般会計繰入金から国
庫補助金へ振り替えるものであります。次ページをご覧ください。８款１項
１目１節繰越金、３１３３万８０００円を追加いたします。２５ページ、下段
の概算交付されました介護給付費、地域支援事業費などの負担金等の不足分
財源を、令和２年度の繰越金に求めるものでございます。以上で議案第５号
の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって日程第１０、議案第５号、令和３年度平取町介護保
険特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決いたしました。
日程第１１、議案第６号、令和３年度平取町国民健康保険病院特別会計補正
予算第２号を議題とします。提案理由の説明を求めます。病院事務長。

病院事務
長

議案第６号、令和３年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第２号に
ついてご説明申し上げますので、議案書２６ページをお開き願います。第１
条、令和３年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第２号は次に定め
るところであります。第２条、令和３年度平取町国民健康保険病院特別会計
予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものであります。平
取町国民健康保険病院医師住宅建設事業、既定予定額３０００万円に、補正
予定額２１０万円を追加し、計３２１０万円とするものであります。第３条、
令和３年度平取町国民健康保険病院特別会計予算第３条に定めた収益的収入
及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。収入ですが、第１
款病院事業収益、第１項医業収益、既定予定額４億１３７９万７０００円に、
補正予定額１４３５万円を減額し、計３億９９４４万７０００円。第２項医
業外収益、既定予定額４億４２３５万１０００円に、補正予定額２１６５万
５０００円を追加し、計４億６４００万６０００円とし、病院事業収益、既定
予算額８億５６１４万８０００円を合計８億６３４５万３０００円とするも
のであります。支出ですが、第１款病院事業費用、第１項医業費用、既定予定
額８億４５７５万４０００円に、補正予定額７３０万５０００円を追加し、
８億５３０５万９０００円とし、病院事業費用、既定予算額８億５６１４万
８０００円を合計８億６３４５万３０００円とするものであります。
次のページをお開き願います。第４条、令和３年度平取町国民健康保険病院
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特別会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正
するものであります。収入ですが、第１款資本的収入、第２項企業債、既定予
定額２２８０万円に、補正予定額２１０万円を追加し、計２４９０万円。資本
的収入、既定予算額１億飛んで９４万円を合計１億３０４万円とするもので
あります。支出ですが、第１款資本的支出、第２項建設改良費、既定予定額７
４２１万７０００円に、補正予定額２１０万円を追加し、７６３１万７００
０円とし、資本的支出、既定予算額１億９４万円を合計１億３０４万円とす
るものであります。第５条、令和３年度平取町国民健康保険病院特別会計予
算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正するものであります。補
正前、限度額２２８０万円に、医師住宅建設事業費２１０万円を追加し、補正
後の限度額を２４９０万円とするものであります。２８ページは、令和３年
度平取町国民健康保険病院特別会計予算実施計画変更と明細でありますが、
補正予定額は記載のとおりであり、説明は次のページからの収入と支出によ
り説明いたしますので、省略させていただきます。次に、収益的収入支出の収
益的支出から説明いたしますので、２９ページをお開き願います。２９ペー
ジの下段になりますが、１款１項２目材料費３節医療消耗備品費、１４８万
７０００円の追加であります。これは、感染症検査機関等設備整備費補助金
を活用し、新型コロナウイルスのＰＣＲ検査機器４台を購入するものであり
ます。１款１項３目経費５節消耗備品費、５１３万６０００円。１１節使用料
及び手数料、６８万２０００円。３目合計で５８１万８０００円の追加であ
ります。５節消耗備品費、１１節使用料及び手数料は、感染症検査機関等設備
整備費補助金を充当する事業でありまして、当院における院内感染の防止及
び感染拡大防止を目的とし、消耗備品費につきましては、感染予防を目的に
光触媒除菌脱臭機の購入及びＰＣＲ検査や、インフルエンザの各種感染症の
抗体検査等に使用する安全キャビネットの設置手数料を予定しております。
次に、収入についてご説明いたします。上段になりますが、１款１項３目その
他医業収益４節その他医業収益、１４３５万円の減額であります。これは、当
初予算において、その他医業収益に求めていた財源につきまして、補助金の
収入が見込まれることから減額するものであります。次に１款２項５目補助
金１節補助金、２１６５万５０００円の追加であります。ワクチン接種体制
支援事業補助金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種について
は、当初は高齢者へのワクチンの接種を７月末までに終えることができるよ
うにするための財政支援となっておりましたが、現在は、１２月４日まで期
間が延長となっており、支援内容としましては、接種につきまして病院が特
別な体制を組んで、１日５０回以上の接種を行った場合は、１日当たり定額
で１０万円が交付されること。医師及び看護師等の接種に従事した１時間当
たりの単価が交付されるものであります。感染症検査機関等設備整備費補助
金につきましては、新型コロナウイルス感染症検査機関等における検査機器
の導入を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の検査体制の整備
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を図るための補助金で、補助率は１０分の１０となっており、本ページの下
段で説明いたしましたＰＣＲ検査機器等を導入するものであります。新型コ
ロナウイルス感染症感染拡大防止医療提供体制確保支援補助金２３５万円に
つきましては、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診
療体制確保等に要する経費について対象となるものであり、厚生労働省のほ
うに申請しております。次に３０ページになりますが、資本的収入支出の資
本的支出から説明いたしますので、３０ページ、下段になりますが、１款２項
２目建設工事費１節工事請負費、２１０万円の追加となります。
これにつきましては、８月３１日開催の産業厚生常任委員会においても説明
をしておりますが、木材の価格が昨年度より１．８倍以上高騰していること、
及び労務単価や建築資材等の単価の値上がりから当初予算に対して２１０万
円不足することから、本補正予算に計上したものであります。次に、収入につ
いてご説明いたします。１款２項１目企業債１節企業債、２１０万円の追加
であります。只今支出で説明いたしました平取町国民健康保険病院医師住宅
建設事業において、資材価格等の高騰により当初予算に不足が生じることか
ら、その財源を企業債に求めるものであります。以上、平取町国民健康保険病
院特別会計補正予算第２号の説明とさせていただきますので、ご審議のほど
よろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって日程第１１、議案第６号、令和３年度平取町国民健
康保険病院特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決いたしました。
日程第１２、認定第１号、令和２年度平取町国民健康保険病院特別会計決算
認定について、日程第１３、認定第２号、令和２年度平取町各会計決算認定に
ついて、以上２件を一括議題といたします。監査委員からの意見書並びに決
算資料はお手元に配布したとおりであります。
お諮りいたします。令和２年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定及
び令和２年度平取町各会計決算認定については、決算審査特別委員会を設置
し、これに付託し審査をしたいと思います。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、認定第１号及び認定第２号については、決
算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査することに決定しました。特
別委員会委員の選任につきましては、議会運営基準１１１先例１により、監
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議長

査委員を除く全議員としております。このことから、監査委員を除く１０名
の議員を決算審査特別委員会委員に指名します。以上のとおり指名すること
にご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会の委員は議長が指名
したとおり決定いたしました。また、この決算審査を行うため本議会は地方
自治法第９８条第１項の権限を決算審査特別委員会に委任することを決議し
たいと思いますが、ご異議ございませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、平取町議会は地方自治法第９８条第１項
の権限を決算審査特別委員会に委任することを決議いたしました。
休憩いたします。直ちに議員委員控室におきまして、決算審査特別委員会の
開催を求めます。再開は１時４０分といたします。

（休 憩  午後１時３０分）
（再 開  午後１時４０分）

再開いたします。休憩中に開催されました特別委員会において、委員長及び
副委員長の互選が行われ、その結果について報告いたします。決算審査特別
委員会委員長には３番中川委員。副委員長には２番木村委員に、以上のとお
り互選された旨報告がありました。よろしくお願いいたします。
日程第１４、報告第１号令和２年度財政健全化判断比率及び資金不足比率に
ついて説明を求めます。総務課長。

総務課長 報告第１号、令和２年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてご説
明申し上げますので、議案書の４５ページをお開き願います。これは、地方公
共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、健全化判
断比率及び資金不足比率に関して議会に報告するものであります。４６ペー
ジをお開き願います。上段の健全化判断比率ですが、実質赤字比率及び連結
実質赤字比率については、共に黒字のため算定されておりませんので、今回、
実質公債費比率と将来負担比率の２つの財政指標についてご報告させていた
だきます。なお、表の括弧内の数値は、備考に記載のとおり早期健全化基準値
でありまして、健全化判断比率のいずれかが基準値を超えた場合は、当該判
断比率を公表した年度の末日までに、財政健全化計画を定めなければならな
いものであります。それでは、実質公債費比率からご説明いたします。実質公
債費比率は、地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金の返済額を当
該団体の標準財政規模に対する比率であらわしたもので、地方債などの借入
返済額の大きさを指標化したものでありまして、平成３０年度から令和２年
度までの３か年平均値となっております。この比率が１８％以上になる地方
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公共団体は、地方債を発行する時に、国の許可が必要となり、２５％以上にな
ると一般単独事業などの許可が制限される早期健全化団体となり、さらに３
５％以上になりますと一般公共事業等の許可も制限される財政再生団体に指
定されることになりますが、令和２年度における平取町の実質公債費比率は、
３か年平均で４．８％となるものであります。続いて、将来負担比率でありま
すが、これは、公営企業や一部事務組合などを含めた地方公共団体の一般会
計等が、将来負担すべき実質的な負債の大きさを当該団体の標準財政規模に
対する比率であらわしたもので、地方公共団体の借入金や将来支払っていく
可能性のある負担等の残高を指標化したものであります。この比率が３５
０％以上になる地方公共団体は早期健全化団体に指定されることになり、令
和元年度の全道平均は４３．５％でありますが、令和２年度における平取町
の将来負担比率は３９．１％となるものであります。続いて、下段の資金不足
比率であります。これは、地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額
を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較したもので、経営状態の
悪化の度合いを指標化したものであります。この比率が１０％以上になった
場合は、企業債の発行が協議制から許可制に移行され、２０％以上になった
ときは、経営健全化計画の策定が義務づけられるものであります。今回、平取
町が報告する公営企業会計は、国民健康保険病院特別会計と簡易水道特別会
計の２会計でありますが、両会計とも令和２年度における資金不足比率は算
定されておりませんので報告させていただきます。最後に、平取町の財政状
況については、人件費や公債費などが増加しており、総務省は、令和４年度予
算における地方交付税の要求額を、出口ベースで前年度比０．４％増の１７
兆５０００億円を要求し、令和３年度の地方財政計画の水準を確保するよう
概算要求しているところでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響に
よる経済の低迷が続く中、その財源に不足が生じることも懸念されることか
ら、今後極めて厳しい地方財政の運営が求められるものと考えております。
また、基金繰入金については、令和２年度決算においては減少しております
が、年々増加傾向にあることから、さらに財政の硬直化が進むことも想定さ
れます。今後につきましては、地方債の適正規模の発行による公債費の縮減
や経常的な経費の抑制を図ると共に、安定的な収入の確保に努め、また、基金
の効率的な運用と計画的な活用を図ることにより、財政の健全化と持続可能
な財政運営に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしく
お願い申し上げます。以上、報告第１号、令和２年度財政健全化判断比率及び
資金不足比率についての報告とさせていただきます。

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。
８番鈴木議員。

８番 ８番鈴木です。下段のほうの資金不足比率の関係。２つの特別会計出ており
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鈴木議員 ます。特に病院会計については、確かに説明にもありましたとおり、起債の借
入れの関係があるということで、これまで数年に資金不足比率、赤字が出な
い形で補填するという形を続けて参っておりますけれども、こういう形をず
っと続けるというお考えなのか。それともそういう借金といいますか、それ
をしないような状況になったときには、今のやり方を変えるという考え方の
もとに考えられておられるのか。結局、やはり最終的に赤字ではないよとい
う形で出てきますと、やはり我々もそうかもしれません、それから現場もそ
うかもしれません、やはりこうちょっと気が緩むといいますか、本当に切実
なんだなという現状が見えてこないような状況というのは生じないのかとい
う思いがどうしてもするものですから、これをいつまで続けるおつもりなの
かということについて、伺っておきたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 病院特別会計等への繰出金でございますけれども、これにつきましては、こ
れから策定される病院改革プランだとか、そういうものに基づいて適正な繰
出金を今後出していきたいと。従来のようなその赤字補填的な繰出金とは違
う形での繰り出しにしていきたいというふうに考えております。

議長 町長。

町長 今のご質問ですけれども、確かに起債するための会計上の帳尻合わせという
ような側面が強かったわけですけれども、公立病院の会計は、他の自治体さ
んも、ほぼ全て一般会計等と連動しておりまして、その辺の繰出金という形
で、普通交付税特別交付税にも算入されているというなこともありますので、
ある程度の繰り出しは、どうしても不採算病院というようなところが多いも
のですから、そういう形をとらざるを得ないということですけれども、本当
に病院会計自体厳しいんだというようなことを知らせていくという意味で
も、それが全てではありませんけれども、経営の実態として今こうなってい
るということを知らせるというのは非常に大事なところもあるのかというこ
ともありますし、それからそういう形で一般会計と連動してますので、キャ
ッシュフローといいますか、やりくりとしてはそんなに困らないと言うとな
んですけれども、運営自体はやっていけるというところもありますので、こ
れから来年度に向けて予算編成時期に、病院事務長ともいろいろ相談しなが
ら、今年はいろいろ頑張ってといいますか、いろいろ工夫しながら、何とか少
しでも繰出金を減らそうという努力も本当に効果として見えてきている部分
もありますので、ぜひその辺もこういろいろ考えながら、今後どう見せてい
くかというようなことも、新年度予算に向けて検討させてもらえればという
ふうに思ってます。
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議長 ほかに質疑ございませんか。
（質疑なしの声）
なければ、これで質疑を終了いたします。以上で日程第１４、報告第１号、令
和２年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてを終わります。
日程第１５、報告第２号、陳情審査の結果報告について。
日程第１６、報告第３号、陳情審査の結果報告について。
日程第１７、報告第４号、陳情審査の結果報告について。
以上３件を一括して議題といたします。各常任委員会委員長からの審査報告
については、お手元の議案のとおりであります。これから質疑を行います。質
疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。日程第１５、報告第２号について採決を行います。本件
に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛
成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって日程第１５、報告第２号については報告どおり採
択と決定いたしました。
日程第１６、報告第３号について採決を行います。本件に対する委員長の報
告は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願いま
す。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第１６、報告第３号については、報告どおり
採択と決定しました。
日程第１７、報告第４号について採決を行います。本件に対する委員長の報
告は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願いま
す。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって日程第１７、報告第４号については報告どおり採
択と決定しました。
日程第１８、意見書案第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方
税財源の充実を求める意見書案の提出についてを議題といたします。提出議
員からの説明を求めます。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

１番櫻井です。それでは、皆さんそれぞれのお手元にある意見書をもって説
明をさせていただきます。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財
源の充実を求める意見書案。新型コロナウイルスの感染拡大は、我が国の各
方面に甚大な経済的、社会的影響を及ぼし、地方財政は、来年度においても、
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巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。地方自治体にお
いては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防
災減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、社会保障への対応に
迫られており、地方税財源の充実が不可欠である。よって、国においては、令
和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現され
るよう強く要望する。記、１、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額につ
いては、経済財政運営と改革の基本方針２０２１において、令和３年度地方
財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされている
が、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他
の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保するこ
と。２、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺
るがす見直しは、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナ
ウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置
は、本来、国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置とし
て、期限の到来をもって確実に終了すること。３、令和３年度税制改正により
講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和２年度と同額とする負
担調整措置については、令和３年度限りとすること。４、令和３年度税制改正
により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長に
ついて、さらなる延長は断じて行わないこと。５、炭素に係る税を創設または
拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配
分すること。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたしま
す。提出議員は、私櫻井、賛成議員は金谷議員、松澤議員であります。提出先
は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業
大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣であります。以上です。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の
とおり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって日程第１８、意見書案第２号については、原案のと
おり可決しました。
日程第１９、意見書案第３号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する
意見書案の提出についてを議題といたします。提出議員からの説明を求めま
す。１番櫻井議員。

１番 １番櫻井です。これもお手元にある意見書案をもって説明をさせていただき
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櫻井議員 ます。国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書案。北海道は、新型
コロナウイルス感染症の長期化により、食産業や観光業、農林水産業など幅
広い分野において大きな打撃を受けている。また、近年道内においても、自然
災害が激甚化、頻発化する傾向にある。今後は、ポストコロナを見据えた新た
な未来に向けた取組を加速することが必要であり、道民の安全で安心な暮ら
しを守ることはもとより、北海道の強みである食や観光に関連する地域が持
つ潜在力が最大限発揮されるよう、防災・減災、国土強靱化に資する社会資本
の整備を図ることが必要である。よって、国においては、次の事項について特
段の措置を講ずるよう強く要望する。記、１、国土強靱化に資する社会資本の
整備管理が長期安定的に進められるよう、公共事業関係予算の所要額を確保
するとともに、地域の実態に鑑み予算を重点配分すること。２、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策を計画的に進めるために必要な予算財
源を確保すること。３、防災・減災、国土強靱化に向けた道路の５か年対策プ
ログラムに基づく橋梁、トンネル等の老朽化対策を推進するため、点検・診
断・補修などのメンテナンスサイクルを確立し、予防保全を含む戦力戦略的
な維持管理・更新事業を行うための技術的支援の充実を図ること。４、新広域
道路交通計画に基づき、高規格道路については、着手済み区間の早期開通、未
着手区間の早期着手及び暫定２車線区間の４車線化といった機能強化を図る
こと。また、高規格道路と並行する国道とのダブルネットワークの構築など
による冗長性の確保や道路の防災対策などによる耐災害性の強化を推進する
ほか、重要物流道路のさらなる指定を図ること。５、冬期交通における安全性
の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全で快適な自転車利
用環境の創出、北海道観光の振興に向けた道路交通環境の整備など、地域の
暮らしや経済活動を支える道路の整備や管理の充実を図ること。６、泊発電
所周辺の道路は、複合災害発生時における避難道路としての機能も有してい
ることから、こうした道路の事業について、国の負担割合を引き上げるとと
もに、早急な整備と適切な管理を図るために必要な予算を別枠で確保するこ
と。７、維持管理に活用可能な交付金制度を創設するとともに、公共施設の長
寿命化について、全ての管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象となる
よう採択要件を緩和するなど、地方負担の軽減を図ること。８、冬季における
円滑な交通確保のため、除排雪に必要な予算を確保するとともに、老朽化が
進行している除雪機械等の計画的な更新・増強が可能となるよう財政支援を
強化すること。９、日本海溝・千島海溝周辺型地震に備え、避難施設、避難路
などの整備及び津波対策緊急事業について必要な予算の確保、地方負担を軽
減する財政支援の充実強化を図ること。１０、堤防整備、ダム建設・再生など
の対策をより一層加速するため、粘り強い堤防の整備に関する交付金制度の
拡充や準用河川改修の事業要件緩和、小規模河川改修に対応した財政、技術
支援制度の創設など、流域治水の取組に必要な財政支援を更に強化すること。
１１、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建
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設部の人員体制の充実・強化を図ること。以上、地方自治法第９９条の規定に
より意見書を提出する。提出議員は私桜井、賛成議員は高山議員、中川議員で
あります。提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務
大臣、国土交通大臣、国土強靱化担当大臣であります。以上です。

議長

議長

これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の
とおり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第１９、意見書案第３号については、原案の
とおり可決いたしました。
すみません、これからちょっと休憩いたします。

（休 憩  午後２時０７分）
（再 開  午後２時０８分）

それでは再開いたします。お諮りいたしたいと思います。意見書案第４号、地
方財政の充実強化に関する意見書案の提出についてを日程に追加し、追加日
程第１として議題としたいと思います。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、意見書案第４号を日程に追加し、追加日程
第１として議題とすることに決定しました。
追加日程第１、意見書案第４号について、提出議員からの説明を求めます。
９番高山議員。

９番
高山議員

９番高山です。意見書案第４号、地方財政の充実・強化に関する意見書案の提
出について、上記議案を会議規則第１３条の規定により、次のとおり提出す
るものでございます。提案趣旨につきましては、お手元に配付のとおりでご
ざいますので朗読を省略させていただきます。なお、要望事項は次のとおり
でございます。１、社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化
対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、柔軟に対応し得
る地方一般財源総額の確保を図ること。２、新型コロナ対策として、ワクチン
接種体制の構築、感染症業務を含めた、より全体的な体制機能の強化、その他
の新型コロナウイルス対応事業、また地域経済の活性化までを踏まえた確実
な財政措置を講じること。３、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防
止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政
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経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障関連
経費の拡充を図ること。また、人材を確保するための自治体の取組を支える
財政措置を講じること。４、まち・ひと・しごと創生事業費として確保されて
いる１兆円について、引き続き同規模の財源確保を図ること。５、会計年度任
用職員制度について、法の趣旨に基づいて、当該職員の処遇改善が求められ
ていることから、引き続き所要額の調査を行うなどして、さらなる財政需要
を確実に満たすこと。また、処遇改善額が明確になるよう配慮すること。６、
森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲与
額を増大させるよう見直すこと。７、地域間の財源偏在性の是正にむけては、
偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行う
など、抜本的な改善を行うこと。また、コロナ禍において、固定資産税の軽減
措置が行われたことはやむを得ないものの、各種税制の廃止、減税を検討す
る際には、地方６団体などを通じて、自治体の意見や財政に与える影響を十
分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることが
ないよう対応を図ること。８、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強
化をはかり、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。
９、地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼ら
ない地方財政の確立に取り組むこと。以上、地方自治法第９９条の規定に基
づき提出いたします。提出議員は、私高山。賛成議員は、櫻井議員、萱野議
員。提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務、総務、厚生労
働、内閣府特命大臣に提出するものでございます。以上です。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の
とおり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって追加日程第１、意見書案第４号については、原案の
とおり可決しました。
意見書案第５号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教
育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書案の提出についてを日程
に追加し、追加日程第２として議題としたいと思います。ご異議ありません
か。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって意見書案第５号を日程に追加し、追加日程
第２として議題とすることに決定しました。
追加日程第２、意見書案第５号について、提出議員からの説明を求めます。
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９番高山委員。

９番
高山議員

９番高山です。意見書案第５号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の
１への復元、教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書案の提出
について、上記議案を会議規則第１３条の規定により、次のとおり提出する
ものでございます。提案趣旨につきましては、お手元に配付のとおりでござ
いますので朗読を省略いたします。なお、意見書の要請事項につきましては、
１、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教
育費を無償とするよう求めます。少なくとも、義務教育費国庫負担制度を堅
持し、当面、義務教育国庫負担金の負担率を２分の１に復元されるよう要請
します。２、給食費、修学旅行費、教材費など、保護者負担の解消や図書費な
どについて国において十分な確保、拡充を行うよう要請します。３、就学援助
制度・奨学金制度のさらなる拡大など、就学保障の充実に向け、国の責任にお
いて予算の十分な確保、拡充を図るよう要請をいたします。以上、地方自治法
第９９条の規定に基づき提出するものでございます。提出議員は、私高山、賛
成議員は萱野議員、四戸議員でございます。なお、提出先につきましては、衆
議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務、総務、文部、内閣特命担当大臣
でございます。以上です。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の
とおり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって追加日程第２、意見書案第５号については、原案の
とおり可決いたしました。
お諮りいたします。意見書案第６号、２０２１年度北海道最低賃金改正等に
関する意見書案の提出についてを日程に追加し、追加日程第３として議題と
したいと思います。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、意見書案第６号を日程に追加し、追加日程
第３として議題とすることに決定しました。
追加日程第３、意見書案第６号について、提出議員からの説明を求めます。
３番中川議員。

３番
中川議員

意見書案第６号の提出について説明をいたします。２０２１年度北海道最低
賃金改正等に関する意見書案。北海道最低賃金の引上げは、ワーキングプア
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解消のためのセーフティーネットの一つとして最も重要なものです。道内で
働く者の暮らしは依然として厳しく、特に年収２００万円以下の、所謂ワー
キングプアと呼ばれる労働者は、道内でも４８．９万人と、給与所得者の２
９．６％に達しています。また、道内の全労働者２１６万人のうち、２３．５
万人を超える方が最低賃金に張りついている状態にあります。労働基準法第
２条では、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めていますが、
現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件決
定にほとんど関与することが出来ません。経済財政運営と改革の基本方針２
０２０において、より早期に全国加重平均が１０００円になることを目指す
ことが堅持されました。北海道地方最低賃金審議会の答申書においても、全
国平均１０００円に向けた目標設定合意を７年連続で表記しました。最低賃
金がわからなければ、その近傍で働く多くの方の生活はより一層厳しいもの
となり、新型コロナウイルスの感染症が収束した際の個人消費にも影響を与
え、北海道経済の停滞を招くことにつながりかねません。つきましては、北海
道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、令和３年度の北海道最
低賃金改正賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。
記、１、より早期に全国加重平均が１０００円になることを目指すことが堅
持された経済財政運営と改革の基本方針を十分尊重し、経済の自律的成長の
実現に向けて、最低賃金を大幅に引き上げること。２、設定する最低賃金は、
経験豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給を下回らない水準に改善する
こと。３、厚生労働省のキャリアアップ助成金など、各種助成金を有効活用し
た最低賃金の引上げを図ること。同時に、中小企業に対する支援の充実と安
定した経営を可能とする実効ある対策をはかるよう国に対し要請すること。
以上、自治法第９９条の規定に基づき提出いたします。提出議員は、私中川で
ございます。賛成議員は木村議員、金谷議員でございます。提出先は北海道労
働局長、北海道最低賃金審議会等でございます。以上、説明が終わりましたの
で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の
とおり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって追加日程第３、意見書案第６号については、原案の
とおり可決いたしました。
お諮りいたします。承認第１号、閉会中の継続審査の申出についてを日程に
追加し、追加日程第４として議題としたいと思います。ご異議ありませんか。
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（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、承認第１号を日程に追加し、追加日程第４
として議題とすることに決定しました。
追加日程第４、承認第１号、閉会中の継続審査の申出についてを議題としま
す。議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長か
ら、それぞれの委員会において、所管事務調査等について、閉会中に継続審査
及び調査を実施したい旨の申出がありました。申出書はお手元に配布したと
おりでございます。お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、閉会中
に継続審査及び調査等を実施することにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中に継
続審査及び調査等を実施することに決定しました。
本定例会に付されました事件の審議状況を報告いたします。
議案６件で原案可決５件、同意１件。認定２件で特別委員会付託２件。報告４
件で採択３件、報告１件。意見書案５件で原案可決５件。承認１件で決定１
件。
お諮りいたします。本定例会の会議されました事件は全て終了いたしました。
したがって、会議規則第６条の規定により、本日で閉会したいと思いますが
ご異議ございませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定し
ました。令和３年第１０回平取町議会定例会を閉会いたします。大変お疲れ
様でございました。

（閉 会 午後２時２４分）


